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８番 高橋  剛 

 

９番 山内  彬 
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契約の締結について（津別小学校旧校舎

長寿命化改修工事（機械設備工事）） 

 

12 〃 40 
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日程 区分 番号 件        名 顛    末 

13 議案 41 
令和３年度津別町一般会計補正予算（第３

号）について 
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19 〃 ３ 
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分） 
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（午前 10時 00分） 

    ◎開会の宣告 

○議長（鹿中順一君） おはようございます。 

ただいまの出席議員は全員であります。 

ただいまから、令和３年第５回津別町議会定例会を開会します。 

 

    ◎開議の宣告 

○議長（鹿中順一君） これから本日の会議を開きます。 

本日の会議に付する議案は、お手元に配付のとおりです。 

 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（鹿中順一君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第 125条の規定により、議長において 

８番 高 橋   剛 君   ９番 山 内   彬 君 

の両名を指名します。 

 

◎会期の決定 

○議長（鹿中順一君） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から６月 18日までの２日間にしたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

〇議長（鹿中順一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日から６月 18日までの２日間に決定しました。 

 

    ◎諸般の報告 

○議長（鹿中順一君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

 事務局長に報告させます。 
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○事務局長（松木幸次君） 諸般の報告を申し上げます。 

 本日の議事日程につきましては、お手元に配付してあります日程表のとおりであり

ます。 

 本定例会に説明のため出席する者の職、氏名は一覧表としてお手元に配付している

とおりでありますが、職務の都合により、一部に異動がある場合がありますことをご

了承願います。 

 前議会から本日までの議会の動向につきましては、お手元に配付している報告書の

とおりであります。 

 以上でございます。 

○議長（鹿中順一君） これで諸般の報告を終わります。 

 

    ◎行政報告 

〇議長（鹿中順一君） 日程第４、行政報告を行います。 

町長から行政報告に関して発言の申し出がありますので、これを許します。 

町長。 

〇町長（佐藤多一君） 〔登壇〕 おはようございます。 

本日ここに第５回定例会を招集いたしましたところ、議員各位には極めてご多忙の

ところご出席賜り、厚くお礼申し上げます。 

ただいま発言のお許しをいただきましたので、第４回臨時会後の行政報告を申し上

げます。 

はじめに、新型コロナウイルス・ワクチン接種についてでありますが、５月 14日か

ら開始した一般高齢者向け接種は、６月７日から２回目の接種を開始したところです。

一般高齢者向け１回目の接種状況は、６月８日で一定の集中期間を終え、施設入所の

個別接種者等も合わせますと 1,810人、88.2％の方々が接種を済ませています。 

今後につきましては、一般高齢者向け２回目の集中接種を６月中に済ませ、７月初

旬までに 64歳以下の方々へ接種券を発送し、７月８日ごろからの接種開始に向け、津

別病院と調整しながら準備を進めているところです。内容としましては、月曜日、火

曜日を中心とした集団接種と、土曜日に津別病院での外来接種により実施する提案が
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されており、詳細が決まり次第、町のホームページや広報７月号の折り込みチラシ、

回覧などで周知する予定としています。 

なお、この集中期間中に、未接種の高齢者の方も 64歳以下の方々とともに接種が可

能であることを伝える予定としています。 

次に、つべつ夏まつり等の中止についてでありますが、５月 21日、ＮＰＯ法人津別

観光協会から、長引く新型コロナウイルス感染症拡大の状況を踏まえ、昨年に引き続

き今年の夏まつりも中止する旨の報告を受けたところですが、９月４日に代替事業と

して、船橋市や南アルプス市の特産品も含めた物販が計画され、町への協力要請があ

りましたので支援を行っていく考えであります。 

また、クリンソウまつりにつきましては、現地での催しはありませんが、６月 12日

から 20日までクリンソウウィークとして、花の見ごろの周知や町内飲食店との連携企

画が行われています。 

このほか８月第１土曜日の七夕まつり、８月 15日の納涼盆踊り大会につきましても、

残念ながら中止する報告を受けています。 

次に、津別峠開きについてでありますが、道道屈斜路津別線が５月 21 日に開通し、

５月 29日、あいにくの霧雨の中ではありましたが、ＮＰＯ法人津別観光協会の主催に

より峠開きと安全祈願祭がとり行われました。新型コロナウイルス感染症拡大に伴う

国の緊急事態宣言を受け、出席者を少数に限定して開催されましたが、これから風光

明媚な津別峠を訪れる観光客の安全と、新型コロナウイルスの収束を祈願したところ

です。 

次に、新型コロナウイルス感染症「緊急事態宣言」に伴う公共施設の閉館等の延長

についてでありますが、国が５月 31 日に期限を迎える「緊急事態宣言」を６月 20 日

まで延長したことに伴い、５月 28日、対策本部会議を開催し、役場庁舎、小中学校及

び公衆浴場を除き、原則、令和３年６月 20日まで引き続き閉館とする決定を行いまし

た。町民の皆さまには大変ご不便をおかけしておりますが、人命を最優先し、可能な

限りの感染予防対策を講じていますことをご理解いただきたいと思います。 

次に、農作物の生育状況についてでありますが、６月１日現在、網走農業開発普及

センター美幌支所の作況調査では、雨と低温の影響もあり、春まき小麦と牧草は例年
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より１日から２日早いながらも、馬鈴薯が４日遅れ、甜菜が１日遅れ、玉ねぎが平年

並みの生育状況となっています。また、大豆と小豆は断続的な降雨により、まき付け

が遅れている状況になっています。今後、気温が上昇しますと各作物とも成長が進む

と見込まれていますが、関係機関と連携して適切な指導を行ってまいります。 

次に、本年のクマ出没状況についてでありますが、６月 15 日現在 28 件の目撃情報

があり 12 頭を捕獲しています。昨年に比べますと、目撃情報で 23 件、捕獲頭数で 11

頭といずれもかなり多い状況にあります。昨年は、21 世紀の森キャンプ場でのクマの

目撃通報により、21 世紀の森と自然運動公園一帯を閉鎖しましたが、クマの生態系に

詳しい専門家からの助言を受け、先日行われました産業福祉常任委員会の現地視察の

とおり、21世紀の森内に電気柵の設置などをしてクマ対策を行っているところです。 

これまでのところ市街地での目撃情報はありませんが、例年よりクマの出没件数が

多いことから、地域住民への注意喚起と猟友会への協力をお願いするとともに、町民

と施設利用者の安全を第一に考えた対応を行ってまいります。 

次に、建設工事等の発注状況についてでありますが、６月７日現在、一般土木工事

関係については、津別町役場庁舎等外構工事（東側駐車場）他 14件、２億 3,716万 3,000

円（69.2％）。一般建築工事関係については、温水プール外壁改修工事他９件、４億 8,885

万 1,000円（96.9％）。簡易水道・下水道工事関係については、上里地区導水管減圧水

槽改良工事他３件、7,893 万 6,000 円（19.1％）。設計等委託業務関係については、木

質バイオマスセンター実施設計業務他８件、5,563万 2,000円（67.8％）であり、令和

３年度予算分について総額８億 6,058 万 2,000 円で 64.1％の発注率となっており、今

後とも適時発注に努めてまいります。 

なお、今議会におきまして、条例改正、補正予算等の議案を提出いたしますので、

慎重にご審議の上、原案にご協賛賜りますようお願い申し上げ行政報告といたします。 

よろしくお願いいたします。 

〇議長（鹿中順一君） ただいまの行政報告に対し質疑を許します。 

 ありませんか。 

             （「なし」の声あり） 

〇議長（鹿中順一君） 以上で、行政報告を終わります。 
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    ◎一般質問 

〇議長（鹿中順一君） 日程第５、一般質問を行います。 

質問及び答弁は一問一答方式にて行います。 

 一般質問の進め方については、質問者は前列中央の質問者席で、答弁者は自席で行

うこととします。 

質問事項が複数ある場合は一つの質問事項が完結し、次の質問に移る場合は次の質

問に移る旨の発言をお願いします。 

 次の質問に移った場合、先の質問には戻れませんのでご了承願います。 

 質問時間は答弁を含めて 60分以内とし、反問権の行使があった場合は、反問の時間

も含めて 90分以内とします。 

 通告の順に従って順次質問を許します。 

 ２番、渡邊直樹君。 

〇２番（渡邊直樹君） 〔登壇〕 議長より発言の許可をいただきましたので、先に

通告しています２点についてご質問をさせていただきます。 

まずは１点目です。水道事業と水道料金についてであります。水道料金の見直しに

ついては、平成 18 年の津別町上下水道運営審議会答申に基づき、平成 29 年に見直し

検討が行われています。本年度が見直し検討年であることから、次の点についてお伺

いしたいと思います。 

１点目です。平成 29年度から令和２年度までの事業運営についてであります。前回

の料金改定の見直し後、予定していた上里導水管と高台配水池の更新を行いましたが、

当初の予定にない事業運営に影響の大きな事柄はあったのかお聞きいたします。 

２点目です。予定していた工業用水の切り替えについてであります。平成 29 年 12

月一般質問の答弁に、工業用水から上水道への切り替えを平成 33年（令和３）年に予

定し、その前年（令和２年）を見直し時期としていましたが、現状についてお聞きし

たいと思います。 

３点目です。水道・下水道運営審議会への諮問についてであります。来年度が料金

見直しの年となることから、今年度に水道・下水道運営審議会へ諮問を行うと思いま

すが、どのような考えであるのかお聞きしたいと思います。 
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４点目です。今後の水道料金についてであります。工業用水の切り替えによって、

料金の設定など不確定な要素はあるとしながらも黒字化を見込み、基本水量を含めた

見直しを検討すると以前されていましたが、具体的には、どのような項目で見直しの

検討がされるのかお聞きしたいと思います。 

以上です。よろしくお願いいたします。 

〇議長（鹿中順一君） 渡邊君の質問に対して理事者の答弁を求めます。 

 町長。 

〇町長（佐藤多一君） それでは、水道事業と水道料金についてご質問がございます

のでお答え申し上げたいと思います。 

はじめに、平成 29年度から令和２年度までの事業運営についてですが、前回の料金

改定時に予定していなかった新規事業は、上里浄水場小水力発電機設置事業がありま

す。これにつきましては、課題であった非常用発電機更新の代替措置でありまして、

長期的視点から経費の削減になると見込んでいますので、これが料金改定に影響する

とは考えておりません。 

水道事業経営全体については、令和２年度に損益で 3,000 万円ほど赤字となります

が、これは上里導水管更新工事完了による資産の除却に伴うものでありまして、最初

から想定したものであります。なお、高台配水池更新工事は、令和２年度に基本設計、

本年度実施設計、令和４年度と５年度で工事を行う予定であり、トータルで約５億円

と見込んでいるところです。 

次に、工業用水の切り替えについてですが、今月末から対象事業所と協議を開始す

る予定でおります。現状では工業用水を供給する美都水源からの管渠の老朽化が著し

く、安定した供給を続けることに不安があるため、できるだけ結論を急ぎたいところ

ですが、対象事業所は使用する水量がかなり多いことから十分な時間を取り、話し合

いを進めてまいりたいと考えているところです。 

次に、水道・下水道運営審議会の諮問についてですが、審議会は、「町長の諮問に応

じて、簡易水道事業・下水道事業の総合的整備計画の策定と事業の推進及び管理運営

並びに関連する環境衛生等に係る主要な事項を調査審議する」組織です。大がかりな

導水管の更新工事は終えましたが、今後、高台配水池更新工事のほか、老朽管渠の更
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新工事を計画的に進めていくことから、将来を見据えた負担のあり方について検討し

ていただけるよう諮問したいと考えております。 

次に、今後の水道料金についてですが、現在の行政サービスの水準を維持するため

には、それに見合った負担をお願いしなければなりません。担当課が現在作成中の諮

問内容を十分検討した上で、水道・下水道運営審議会に諮問し、ご審議をいただきた

いと考えており、７月から、まずは水道・下水道事業の現状から説明させていただき、

回を重ねた上で答申をいただき、所管の委員会で協議の上、本年 12月議会に条例改正

案を提出したいと考えているところであります。 

なお、本町の水道料金体系は、近隣の市町に比べ複雑であることから、今回を機に

見直しする方向で審議会に諮問したいと考えておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

〇議長（鹿中順一君） ２番、渡邊直樹君。 

〇２番（渡邊直樹君） 〔登壇〕 それでは再度ご質問させていただきます。まずは

事業運営についてであります。現状、上里の湧水、いわゆる原水については、１日お

よそ 5,000 トンで、町内の利用については、およそ 3,000 トンとの認識で私はあるの

ですが、その部分について、現状そのようであるのかお聞きしたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 建設課長補佐。 

〇建設課長補佐（斉藤尚幸君） 現在のところ上里の計画の湧水量ですけども 4,290

トンとなっております。日の配水量ですけれども、こちらは１日あたり 2,048 トンと

なっております。 

以上です。 

〇議長（鹿中順一君） ２番、渡邊直樹君。 

〇２番（渡邊直樹君） 〔登壇〕 今お聞きした部分について、若干、当初聞いてい

た話より数量的には少ないのかなという印象でありますが、それに合わせて工業用水

の切り替えを予定していますので、その部分についてもお聞きしたいというふうに思

います。 

旧美都水源、現在、工業用水として利用されていますが、現在、工業用水としては

どのぐらいの量が使用されているのかお聞きしたいと思います。 
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〇議長（鹿中順一君） 建設課長補佐。 

〇建設課長補佐（斉藤尚幸君） 現在、美都水源からの供給量は日当たり 1,000 トン

になっております。 

〇議長（鹿中順一君） ２番、渡邊直樹君。 

〇２番（渡邊直樹君） 〔登壇〕 切り替えについて今後協議を進めていきたいとい

う話ですが、答弁の中には具体的な目途というものが示されてはいなかったのかなと

思います。これから協議を始める上で、行政サイドとしては、どのぐらいという目途

をもっているのかお聞きしたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 町長。 

〇町長（佐藤多一君） どれぐらいというのは期間の話ですか。 

              （何事か言う声あり） 

〇町長（佐藤多一君） それは先ほど１回目の答弁でもお話ししましたとおり、今月

末から該当する事業所と話し合いをもっていきたいというふうに思います。ご承知の

とおり、今、美都水源、それから雨がひどいときは濁りがひどいですので、即簡易水

道の水に切り替えたりしているところでありますけれども、仮に全部簡易水道のほう

の水に対応するということになれば、大体、町の水道のほうの料金がおおむね倍にな

るわけです。そうすると会社の経営上の問題等々いろいろありますので、この辺は今

月末から、本当は昨年やる予定でしたけれどもコロナの影響でなかなか打ち合わせが

できないので延びてきた経過もありますので、来年の料金改定に向けて今月から早速

動き出したいと思っています。 

ご理解を賜るという形になっていくかと思いますけれども、１回で終わるか２回で

終わるか、同時並行的に審議会も開催されていきますので、そこにも情報をお伝えし

ながら、リミットは 12 月の定例議会での条例改正というふうに考えておりますので、

そこまでについては当然その前に該当する産業福祉常任委員会もありますので、そこ

との議論も踏まえて考えると、流れ的には、そこまでにはきっちり方向性を出してい

きたいと思っているところです。 

〇議長（鹿中順一君） ２番、渡邊直樹君。 

〇２番（渡邊直樹君） 〔登壇〕 それでは、今後の料金体系についてお聞きしたい
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と思います。町長の答弁の中には、近隣の市町村に比べて当町は複雑な料金体系をし

ているという部分でおおむねまとめられていたのかなと、その部分も今後に向けて見

直しする方向でいるというふうに意味合い的にはざっくりと書かれているのかなとい

うふうに思いますので、何点かについて、この場を私もお借りしていますのでお聞き

したいと思います。 

前回から引き続き、次回の課題とされていた部分、業務用に段階的超過料金の設定

がないということについて検討されるというふうに前回の課題というふうに上げられ

ていましたが、その部分についてお聞きしたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 町長。 

〇町長（佐藤多一君） 私のほうには、まだ原案といいますか担当課のほうの諮問に

あたってのものが提出されておりませんので、それが出た上で内容的なものを話し合

って、私の考えもそこで当然出てくると思います。それが今出ていない状況でありま

すので、あえて言えば、今、原課のほうで想定していることがもしあれば、お伝えで

きることがあればお話をさせていただきたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 建設課長補佐。 

〇建設課長補佐（斉藤尚幸君） 実は、原課のほうでもまだ作成中なものですから、

細かいところまではつくってはおりません。ただ現状の料金体系区分で、例えば工業

用ですとか、こちらについては使用水量で４段階に分かれたりとかする部分もありま

すので、ちょっとこちらのほうは超過料金の段階別設定等々で料金設定区分を減らし

たいなというふうには考えております。その上で業務用についてどのような取り扱い

にするかということについては、それも含めた上で議論にのせていただければと考え

ております。 

〇議長（鹿中順一君） ２番、渡邊直樹君。 

〇２番（渡邊直樹君） 〔登壇〕 その部分についてでは、認識というか確認という

かお聞きしたいと思います。 

前回からの答弁で、それ以前もあったと思われますが、業務用の料金が高い理由に

ついて生活に必要不可欠な家事用と違い、営業活動に伴うからという部分がありまし

た。工業用についても営業活動であり多くの段階設定がありますので、次回の検討に
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ついては、そういう部分をぜひ検討していただきたいと思います。 

また、これは参考にもならないと思いますが、我が町が複雑であるということは認

識した上で業務用料金という考え方についても、前回の中には管内を見渡すと業務用

料金というのは家事用よりも高く設定されていますという答弁があったかと思うので

すが、いわゆる業務用というふうに料金が設定されている場合、確かに家事用と比べ

て高く設定になるのですが、私もこの管内を調べたところによると、美幌、斜里、小

清水などについては業務用料金がありますので、そういうふうに分けられているので

すが、当然、大空町ですとか清里町、訓子府町、置戸町などでは業務用料金というも

のが存在していませんので、いわゆる家事用と業務用が１本化されている形になって

おります。これも前回伝えたことではありますが、大空町では、以前分けていた部分

を平成 27年に１本化して一つにまとめている事例もございますし、訓子府町などにお

聞きしたところでは、事業所というものは古くから店舗兼住宅が多いということで、

いわゆる業務用という判断ではなく家事用という判断の中で１本化しているというふ

うにお聞きしています。その部分について、もし新たに何か考えがあればお聞きした

いと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 町長。 

〇町長（佐藤多一君） それぞれの市や町ではやり方があると思います。基本的には、

水をそれぞれの家庭に、使われ方が家事用であれ、業務用であれいろいろありますけ

れども、そこに供給するに対してのコストがそれぞれ違います。津別のように、かな

り山の奥から引っ張ってきている状況があります。言ってみれば、原水の所までは、

距離的には北見市まで管を引くようなことでもありますし、そういう置かれている状

況がさまざま違います。そのコストに対して公共料金としてご負担をいただくという

ことにもなりますので、その観点がまず第１かなというふうに思います。その上で、

どこまでどうできるかということになってきますので、それぞれの例えば個人や営業

されている方にとっては安ければ安いに越したことはないというふうに思いますけれ

ども、給水人口が減り、そして、これからのコスト、大きな事業もまた待ち受けてい

るという中で、財政の水道のシミュレーションを行いながら、どこまで負担をしてい

ただくかということも含めて、その負担をする上で税金を決めたりとか、国民健康保
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険税を決めたりとか、そういうものと同じように総額として必要なお金に対してこれ

ぐらいの負担をお願いしたいということで進めていかざるを得ないと思っております

ので、まずはそういった経営のシミュレーション等も見ながら分類について検討して

いきたいと考えております。ただ、その中で定住自立圏を昨年から組んでいますので、

そういったところが一つの参考数値にはなってくるだろうなと思いますので、かかる

コストの部分はさておいても、そういう住んでいる圏域の中での生活のしやすさだと

かそういったことも頭に入れながら諮問をさせていただきたいなというふうに思って

おります。 

〇議長（鹿中順一君） ２番、渡邊直樹君。 

〇２番（渡邊直樹君） 〔登壇〕 私もこの部分について自分なりにいろいろ考えた

りしているものですから、町長が言われているような部分についても十分理解した上

で、ただあくまでもそういう認識というか考え方というか、そういうものがベースに

あって、はじめて対比するときにいろんなことを考えていけるのかなと思います。今、

町長が言ったことが私の最後のまとめみたいな話になるのですが、企業会計として継

続している水道事業ですから、このままの現状で見直しが難しいというのは私も十分

理解しているところであります。全体の水量から利用されている割合、そして今後、

余剰となっていた部分の水の利用により美都水源の部分を差し引いたとしても、水道

事業収入の部分については１割ないし２割というものが膨らむのかなと私は考えてお

りますので、その時にぜひ町民目線に立った水道料金の体系を、今、町長とお話しさ

せていただきましたので十分そういう気持ちは私も理解しましたので、ぜひそういう

ところを検討していただきたいと申し上げまして、１点目の質問を終わりたいと思い

ますが、町長から何かあればいただきたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 町長。 

〇町長（佐藤多一君） ご指摘の点も含めまして、まず審議会でしっかりと議論をす

るということが最初に行われるべきところでありますので、そこの審議を受けて答申

をされます。その答申をもとに町として決定するにあたって、その答申どおりでいく

か、あるいは少し訂正を加えたほうがいいのかということは、次の段階として所管の

委員会でお諮りするという形になりますので、まずは資料等もしっかり整えて、７月
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に入ってからになると思いますけれども審議会の中でしっかり協議をさせていただき

たいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

〇議長（鹿中順一君） ２番、渡邊直樹君。 

〇２番（渡邊直樹君） 〔登壇〕 それでは次の質問に移りたいと思います。 

２点目の質問です。まちづくり会社についてであります。 

地方創生推進交付金事業で、地域経済の循環、町外からの外貨獲得、民間主体の稼

ぐまちづくり実施を目的として「北海道つべつまちづくり株式会社」が設立されまし

た。本事業の財源となっている地方創生推進交付金の理念・規定においては「自立性」

が前提となっていました。 

そこで、次の点についてお伺いしたいと思います。 

１点目です。これまでの評価についてお伺いしたいと思います。地方創生の事業と

して３年が経過しまして、今年度から事実上の自立運営というものが始まった形にな

りますが、町としては、まちづくり会社の現在をどのように評価しているのかお聞き

したいと思います。 

２点目です。まちづくり会社からの要望についてであります。まちづくり会社から

は、これまでに取締役の増員や、先の常任委員会で地域おこし協力隊の要請があった

との報告を受けましたが、現在、町にどのような要望があるのかお聞きしたいと思い

ます。 

３点目です。今後の対応についてであります。先の常任委員会で、人的支援を検討

するという報告を受けたところでありますが、現在、町としてはどのような対応を検

討しているのか、その事柄についてお聞きしたいと思います。 

以上３点よろしくお願いいたします。 

〇議長（鹿中順一君） 町長。 

〇町長（佐藤多一君） それでは、二つ目のご質問のまちづくり会社についてお答え

を申し上げます。 

はじめに、これまでの評価についてでありますが、まちづくり会社は地方創生事業

として、１年目は会社設立の準備期間であり、会社ができて２年余り経過したことに

なります。主に町からの委託事業とその発展的展開で運営基盤を確立し、自立運営へ
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とつなげようとした状況は当初の目論見どおりであり、十分に評価できるものと言え

ます。特に「ふるさと納税」の拡大ばかりではなく、「移住・定住施策」での空き家バ

ンクでの取り組みは、停滞していた町の取り組みを飛躍的に向上させたととらえてい

るところです。 

一方、新たな「特産品開発」では、クマヤキサブレの開発・販売のみでありますが、

まだ２年ということで、これからという状況と言えます。また、チーズを主体とした

乳製品の開発については、まだ開発に向かっていないのは事実であります。 

さらに「飲食部門」では、最初の大きなイベントであった「フードホール」は完全

な失敗と言え、その残務整理が大きく会社の運営に影響し、統括マネージャーの退任

等、現在の状況に大きな影を落としております。さらに同じ「飲食部門」である「レ

ストハウス」については、コロナの影響に加え、社員の思いもよらない不幸な事故も

重なり、同じ場所での乳製品の開発とともに、人材も含めた再開に向けての目途が立

たない状況にあります。 

総じて、このようなコロナ禍の中で一定の評価はできるものの、最初の大きな失敗

に続く不幸な出来事により、さらに人員確保問題等も抱え、今後の継続的運営は大変

厳しい状況にあると考えているところです。 

次に、まちづくり会社からの要望についてですが、まず、地域おこし協力隊の要請

につきましては、協力隊員としてふるさと納税業務に従事し、卒業後、まちづくり会

社にそのまま勤めていた山田さんが良縁があって退職することから、その代わりとし

ての要請があったところです。 

また、特産品開発の乳製品製造については、他の地域の状況もかんがみ、すぐの製

品づくりは難しく、研修期間等を含めた人的支援として地域おこし協力隊の要請があ

りました。財政的援助も含めた人的支援ではありますが、今後の移住対策事業や地域

おこし協力隊へのマネジメント事業につながることになることもあり、町として募集

準備に入る旨の返答をしており、５月の常任委員会でも報告させていただいたところ

です。 

さらに、取締役の増員についても打診があったのは事実ですが、まちづくり会社の

人員や経営体制が固まっていない状況から、すぐに返答できるものではないことから、
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常任委員会にも報告しておりませんことをご了承願います。 

次に、今後の対応についてですが、先の常任委員会でお話ししました人的支援につ

いては、現在の統括マネージャーの退任予定が明らかになったことから、事業継承の

ために必要と考えての報告であり、また、「まちなか再生事業」の一部の事業主体の受

け皿となった場合においても、人的支援の可能性について発言させていただいたとこ

ろです。事業主体については、現在、商工会にも打診していますので、それらがはっ

きりした段階で、どのような支援を行うかを決定したいと考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

以上です。 

〇議長（鹿中順一君） ２番、渡邊直樹君。 

〇２番（渡邊直樹君） 〔登壇〕 今ご答弁いただいたところであります。評価の部

分についてでありますが、多岐にわたっている事業でございますので、いろんな評価

の形があるとは思いますが、ご存知のとおり前任の統括マネージャー本人が、思うよ

うな結果を出せずにという辞任の理由から考えましても、町として評価は厳しめに見

ていかなければいけないのではないかなというふうに思っているのは私の考えであり

ます。その部分も含めまして、委託業務についてお聞きしたいと思います。ふるさと

納税についてでありますが、答弁の中では、ふるさと納税について事業拡大というよ

うなキーワードがありますが、年度ごとに町の新年度予算などでは、ふるさと納税の

税収を反映させているというふうに思います。前年対比で比べる、今いわゆる拡大し

ているという評価もあると思いますが、会社への実績評価という部分で考えれば、見

込み額、いわゆる目標という部分に対しての到達度というものもあろうかと思います。

３年を振り返り、その部分についての考えがあればお聞きしたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 町長。 

〇町長（佐藤多一君） 必ずしも目標は１億円としていましたから、それでいけば 8,600

万円ぐらいで目標に昨年度でいけば達しておりませんけれども、頑張ったのではない

かなというふうには思っています。今コロナの関係で巣ごもり需要が増えて、そのこ

ともかなり影響しているのかなと思いますけれども、またＰＲするところも拡大しな

がら進めておりますので、これはこれでまた期待をしていきたいというふうに思いま
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す。 

また意外に出てこないのが空き家バンクだとか移住・定住の関係のお話ですけど、

これは本当に津別町にとって飛躍的に発展しているなというふうに考えております。

議員も株主であると思いますので、既に議案書が配られておりますのでお目通しいた

だいているかと思いますけれども、昨年の空き家バンク等々に対して 570 件の問い合

わせがあるという状況になっています。もちろんそれは全てが契約に結び付いたわけ

ではありませんけれども、成約件数は 15件ということでありますけれども、町内の方

が町内同士で購入をしたりだとか、あるいは外から来ていただいたりとか、さまざま

なケースがありますけれども、このようなことは今までかつてなかったことでありま

すので、かなり奮闘していただいているというのは実態として誇れるのかなというふ

うに思います。物件がだんだん使用できるようなものが少なくなってきているという

お話も聞いているところでありますけれども、そこはまた委託先で工夫をしながら対

応していただければというふうに思っているところです。そのようないい面もたくさ

んあるのですけれども、やはり「フードホール」の大きなショックがまだ尾を引いて

おりますので、そこをしっかり後整理をするというか、それに今のマネージャーが一

生懸命動いておりますので、そこをもう少し注目していきたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） ２番、渡邊直樹君。 

〇２番（渡邊直樹君） 〔登壇〕 今、話がありました移住・起業についてでありま

す。私がなぜふるさと納税の話を先に切り出したかと言いますと、いわゆる数字が見

やすいからであります。目標というものを持って、それに向けて到達を目指してやっ

ていくという部分の評価がしやすいと。そういう部分で、私はいわゆるふるさと納税

という部分については、実績という評価をある一つのベクトルに持っておかなければ

いけないのかなというふうに思います。それに反して、今、町長がおっしゃいました

移住・起業という部分は、いわゆるそれは多いに越したことはありませんが、何件契

約したからとか、どれだけ物件が動いたからというよりは、いわゆる業務委託につい

ては町側がどう見ているかというよりも、どう見られているかという評価があるので

はないかなというふうに思います。特に、今言いました見込みという部分について、

明確でない事業は、なおさら前年対比や参加数などという実績については事実上の業
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務時間や業務活動と比例しない部分が多くございます。その部分で、当初、町長とこ

ういうお話をさせていただいた時は、町からの委託については専任のスタッフという

部分がキーワードであったというふうに思います。今、まちづくり会社は、現状、人

員不足しているようにお見受けするのですが、この移住・企業・定住については専任

のスタッフというものをもって仕事を配置しているのかお聞きしたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 町長。 

〇町長（佐藤多一君） 専任のスタッフといいますか、協力するところは地方創生係

がありますので、国からもらう補助金だとかそういったものにつきましても支援する

体制は地方創生係でかなりのことで担っているところです。中心的には、まちづくり

会社で行うものでありますけれども、そこでは不十分な人の確保等々がありますので、

それは半分以上町が出資をしている支援をしている会社でもありますので、実態とし

てそこの会社そのものの中には送り込んでおりませんけれども、支援する体制はしっ

かり整えているという状況にあると思います。 

〇議長（鹿中順一君） ２番、渡邊直樹君。 

〇２番（渡邊直樹君） 〔登壇〕 実績という部分については、当然いろんな事象に

よって増減するものですから、ぜひ町としては業務委託というものをやっぱり事業所、

事業に振り分けるにあたって、やはり明確化というか数字がよかったからよかったね

ということではなくて、悪かった場合についても、やはりそういう方が一生懸命頑張

ったという姿が見えるように、全員とかいわゆる総がかりでというと、すごく頑張っ

ているようには見えますけど、具体的にどのように頑張ったということが見えにくい

ので、やはり町から委託という部分については、そういう部分を大事にしていただき

たいというふうに思います。 

それでは、まちづくり会社からの要望についてお聞きしたいと思います。答弁にも

ありました確認にもなりますが、取締役の増員の要望を町は受けたというふうに報告

を受けましたが、その目的についてはお聞きしているのか、お聞きしたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 町長。 

〇町長（佐藤多一君） 目的といいますのは、それはやはり活性化していくために人

手が足りないということでありますので、それに対応をしていこうというものです。 
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〇議長（鹿中順一君） ２番、渡邊直樹君。 

〇２番（渡邊直樹君） 〔登壇〕 わかりやすいというか、ざっくりした部分につい

てでありましたのでわかりました。この部分についても、今答弁にありましたように

早急にという話ではないのかなと、会社自体の状況もありますので、その部分につい

て今後確認させていただきたいというふうに思います。 

それでは、今後の対応についてまとめてお聞きしたいと思います。協力隊の要請に

ついて、今、答弁によりますと前向きにというか、これから進めるという話がありま

した。所管の委員会でもそういう報告がありましたが、協力隊の募集について、以前

の協議の中では、協力隊の採用には単なる人手不足解消ではなく、公益性、地域課題

の解決などという条件があったかと思います。いわゆる協力隊をどこに配置するのか、

協力隊を募集するにあたり、どういう条件を満たしているのかという話でございます

が、その部分について、今回検討されている部分について、該当する部分についてお

聞きしたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 町長。 

〇町長（佐藤多一君） まさしく、まちづくり会社は地域課題を解消しようとして立

ち上がったものであります。そこに先ほど申し上げましたとおり十分な人材がなかな

か定着していかないという状況にありますので、かといって、そのままにしておくわ

けにもいきませんので、まちづくり会社の要請に基づいて事務のできる方、それと１

回目の答弁でもお話ししましたとおり乳製品の開発というのがありますので、これは

すぐできるものではありませんので、研修期間を経て実際にやっている方に弟子入り

し、教えてもらいながら進めていかなくてはなりませんので、そういうものに携わる

人ということで２名の協力隊員の募集を早ければ今週、明日になりますけれども、今、

募集要項が出来上がろうとしているところですので、遅くても来週には出せる状況に

なるかなと思います。ちなみに今、まちづくり会社だけではなくて、今、見ていただ

くとわかりますように、今回、活汲の農業者の方からも事業承継をしていくのに農業

の担い手ということで地域おこし協力隊をお願いしたいということで、ここもお米を

つくっておりますけれども、ふるさと納税でも大変な人気の米でありますので、そう

いう意思もありますので今募集をかけているところであります。そういったことで、
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まちづくり会社、それから農業の方についても今公募をかけている、あるいは、これ

から間もなくかけようとしている状況になっております。 

〇議長（鹿中順一君） ２番、渡邊直樹君。 

〇２番（渡邊直樹君） 〔登壇〕 これも先のいろんな話の中に私がしてきた部分な

のですが、協力隊の採用について、いわゆる解釈の違いによって、いろんなとらえ方

があると思うんです。単純に労働力という部分については不足しているということで

は採用できないという答えがおおむねなのかなと思いますが、いわゆるどんな企業で

あっても、どんな商売であっても、それはまちづくりの津別町の中の歯車の一つであ

ります。ぜひ、今までしてきたことについては、今から戻ってやり直すことはできま

せんけれども、やはりそういう部分の解釈について、解決できる問題は、ぜひそうい

う部分については広くとらえていただきたいというふうに思います。 

それでは人的支援の部分についてお聞きしたいと思います。まちづくり会社の現状

を見た中で、答弁にもありました、これから人的支援というものを検討していると、

進めていくという話がありました。人的支援について、どのような人材をどのような

業務に配置する考えなのかお聞きしたいと思います。統括マネージャーが今後退任す

るということもありましたので、今、答弁の中を私も先ほどいただいて、今、町長か

らお話を聞いたばかりなので深く理解することはできませんが、統括マネージャー退

任という問題があった後からの人的支援という部分の文言が出ておりますので、その

部分も加味するのかどうかも含めて、どのような人的支援を考えているのかお聞きし

たいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 町長。 

〇町長（佐藤多一君） 答弁でもお話ししたと思いますけれども、まちなか再生事業

の一部事業主とも想定をしていたところでありますし、それはまちづくり会社だけで

はなくて商工会も含めての話し合いを進めてきているところです。いずれかに事業主

体になっていただきたいなというふうに思っているところですけれども、そういった

動き等によって支援の仕方が変わってまいります。非常勤の例えば取締役、そういう

形で増員してもっていくのか、あるいは常勤の形でもっていくのか、常勤となると民

間企業ですので法律も変わっているようです。以前ですと、議員も近くにありますの
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で毎日見ていると思いますけれども、こども園を設置した時に町のほうから事務局長

ということで管理職相当の職員として３年間支援を出しています。お金の部分につい

ても支援をしてきたところでありますけれども、そういったいわゆる法人だとか、そ

ういったところもそこに限らず、これまでもいろんな形で人的支援をしてきたところ

でありますけれども、それを聞きますと民間会社に今後行くにあたっては、いったん

退職しないとならないのです。退職して行くということは、また向こうを退職して戻

ってこられるのですけれども、退職して行くことによって給料はこちらから払うので

はなくて、まちづくり会社がその人の給料を支払うということになりますので、そう

いった財政状況の問題だとかそれらもありますので、簡単にそういう形にはなかなか

ならないだろうと、であれば、どういう形が１番望ましいのかということで今月の 23

日に定期の株主総会が開催されますけれども、そういったところの方向性、総会議案

で見ている状況では承知しておりますけれども、また、そこで皆さんとのやり取りが

あると思いますので、そういう中で見えてきたものを頭に入れながら形態としてどう

いう人的支援を組んでいったらいいのか検討していきたいと考えているところです。 

〇議長（鹿中順一君） ２番、渡邊直樹君。 

〇２番（渡邊直樹君） 〔登壇〕 重たい話がありました。私も町長の今の話がなけ

れば法的な部分は大丈夫ですかというふうにお聞きしようと思っていたところであり

ますが、１点、今の話の中にどのような業務という部分の答えがなかったかなと、私、

先ほど言いましたように、今、町長の答弁の中には、まちづくり会社のマネージャー

が退任するという話の中から人的支援という部分の解釈にも結びついておりますので、

今やり方もまだ検討の段階ですから、はっきりしたものはないのかもしれませんけど

も、今、考えられる中でいう業務というものは、いわゆる事務的な業務ということな

のか、それとも統括マネージャー的な役割も含めたということも加味するのか、一般

の企業であれば僕はこれしかできませんという勤め方はありませんので、いわゆるそ

の会社の中に入った以上は、いろんな責任を負うわけでございます。マネージャーも

今退任の話が出ていましたからお話しできると思うのですが、私も直接話はしていま

せんが、聞いた話では、やはり重たいものが随分のしかかったと、やはり今までやっ

てきた業務も引き継ぎながら、そして今までやってきたことが止まっている部分につ
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いてはどうするんだと、何とか答えを出してくれと、自分がスタートをさせるのでは

なくて、もうかなり重たい荷物を最初から背負わせる形になりますので、ぜひ行政的

な人的支援というものも検討の中に、ぜひその部分を十分ご理解と言うとちょっとお

かしな話ですが、十分加味していただきたいと思います。 

今、町長の答弁の中にこども園という部分がありましたが、観光協会もしかりです

が、私の認識では公益性の非常に強い機関だと思います。そういう部分も協力とやは

り民間企業という扱いの企業と町の関わりは両者とも強くあるにしても、その部分に

ついてはぜひ十分なご検討をよろしくお願いします。その部分について今いわゆる人

的支援という部分についての扱い、どのような業務というものが考えられるのかお聞

きしたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 町長。 

〇町長（佐藤多一君） 受ける内容によって、これからまちなか再生を含めて広がっ

ていくのかいかないのかということで、誰がそこに、いろいろなセクション、業務が

あります。以前から言われていたのは、取締役は１人だけではなく複数います、この

取締役はこの部門を担当する、この取締役は、この部分を責任を持って担当するとい

うことをやるべきではないかという議論も出ていたかというふうに認識しております

けれども、そういった中で、まちづくり会社の方向性をしっかり聞いた上で、その上

でその業務に最適な人間、やはりうちでいけば彼かなとか彼女かなとか、そういうよ

うなことで決めていくことになるというふうに思っています。 

〇議長（鹿中順一君） ２番、渡邊直樹君。 

〇２番（渡邊直樹君） 〔登壇〕 決まっていないことをこれ以上ここで言う部分で

はないので、その部分については終わらせたいと思いますが、先ほど町長も企業に行

かせる場合に退職などという重い話もありますので、もちろん相手方の受け方もあり

ますので、ぜひそういう部分慎重に考えていただきたいというふうに思います。私が

今回この質問にあたり１番大切にというか１番目的をもって考えたのは自律性であり

ます。協力隊の募集、役場職員の今後の配置も含めた検討などもありました。さらに

答弁にもありましたように、今後、統括マネージャー、現在の統括マネージャーの辞

任から、その後新たなマネージャーの選考が難航することも予想されます。まちづく
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り会社の自立性という部分の考えについて町長にお聞きしたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 町長。 

〇町長（佐藤多一君） 自立性というか、それは一生懸命まちづくり会社のほうで考

えているところで、自立したいと思わない会社はないというふうに思いますので、そ

れは一生懸命やっていると思いますけれども、なかなか実態が伴っていかないという

ことで苦しんでいるというふうに見ているところです。大事なのは、まちづくり会社

をなぜ設立したかというと、こういう人口減少していく中で、さまざまな特産品であ

り、あるいは移住者であり、いろんなイベントや催し物も含めて、それから定着して

くれる人たちをその会社を通して少し活動していって獲得していこうというようなこ

とも想定してやってきたわけでありますけれども、これを進めるにあたっては、どう

しても町民の支援というか温かい眼差し、それがなければなかなかそれを対応しよう

とする人も冷たい目線ばかりが投げかけられるとやる気がやはりなくなってくると思

います。何でここで俺はこういうことをしなくちゃいけないんだということにならな

いように、お金の支援というのは比較的簡単なのですけれども、やはり何か今までも

皆さんご承知のとおり幸町通り一つを見ても四つほど今まで空き家だった所が新しく

動いています、そういう所に皆さんが通ってあげるというか、そして通って応援して

あげる、それが１番運営している方にとっては何よりも心強いことになるのだろうと

思います。そういうことは町民にも訴えながら、そして思っている人は積極的にそう

いうところに間もなく来月にはまた一つオープンすることになっておりますので、そ

ういうところにも支援をしていただければと思うところです。そのような中から形が

少しずつつくられていくのかなというふうに思っております。 

〇議長（鹿中順一君） ２番、渡邊直樹君。 

〇２番（渡邊直樹君） 〔登壇〕 自立性という部分で私も協力は惜しまないという

部分は当然皆がもつべきものではないかなというふうに思います。ただ言い方によっ

ては、背中を押すとか、おんぶに抱っこみたいな話もありますので、ぜひ自立性とい

うものを重く受け止めて、私もこれ以前、町長にお話ししたことがあると思うのです

けども、やはり会社というものは設立して５年でいわゆる５％ぐらいしか残らないと

いうデータもあります。その部分について、当然町にとって必要なものという解釈は
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あるかもしれませんが、やはり会社自体が進むも引くも、やめるも、それは自立性と

いう中でやっぱり主体的に考えるべき問題ではないかなと思います。考え方について

町長にもう１点お聞きしたい部分がございます。委託事業と人的支援の観点でござい

ます。今までまちづくり会社にふるさと納税ですとか、移住・起業・空き家などの委

託事業という部分の話を進めていますが、私が考える委託事業とは、本来、その業務

を請け負える能力をもつ前提であるのかなというふうに思います。その中で、今後、

人的支援を行い、さらに委託業務を引き続き行うという形が、私、例えばうまくない

のでわかりませんが、ガソリン税などをとってみてもガソリン税とその後に消費税が

かかるみたいな二重取りみたいな話もありますので、委託業務というものも、町から

の期前としてのお金の流れになりますので、委託業務を受けながら人的支援も行うと

いう部分の観点についてお聞きしたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 町長。 

〇町長（佐藤多一君） 実は、地方創生が平成 27年に始まったわけですけれども、そ

の前の年にご承知のとおり筑波大学のお願いをして大学生、研究室に来てもらって町

を再生していく上でどのような観点に立ったらいいだろうかということで１年間来て

いただきました。旅費がほとんどの状況になりますので、それを津別出身の有岡さん

にお願いして、ふるさと財団から当時 500 万円ほど支援をいただいて、そして１年間

研究活動をやったわけです。そこに最終的に今度は財団のほうからさまざまな方たち

が７、８人だったと思いますけれども来まして、その研究成果の評価をしていったわ

けです。その中で今でも耳に残っているのですけれども、東京のＪＴＢの女性の方だ

ったと思いましたけれども、何日か滞在して、「この町は、民間の匂いのしない町です

ね」とそういうお話を受けました。そういう印象が非常に強い町だというふうに思っ

ていたと。その後、ご承知のとおり山上さんだとか、いろんな活躍を世界的にされて

いる方が登場してきたりして、それは当時とは言えない状況になっているかと思いま

すけれども、何でも公の部分が請け負っていくということは、そこのところの人をど

んどん採用していかなくてはなりませんので、やはり民間でもう少しそういうセンス

を持った方に来ていただいて、頑張っていただけないかということで、そういう会社

もつくったりもしているところですけれども、実態としてなかなかそう簡単に物事が
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進むわけではありませんので、できる範囲の中で相当数委託をしている部分について

は、こなしている部分もたくさんあるのです。先ほどふるさと納税のお話も出ていま

したけれども、大雑把に言えば 2,000 件が 4,000 件に増えたということはクレーム数

も２倍になっていると思います。相当なクレームもいろいろ入ってくる状況にもあり

ます。そういったものにも 4,000 件の一々の対応も含めて、そこの会社がやっている

ということになります。やめれば町にまた戻って来ますから、職員の誰かが何人かで

対応しなくてはならないという状況にありますけれども、そういう１例でもそういう

のはありますので、やっぱり頑張っている部分を少し広げていかせて、そしてさらに

町のほうとしても支援をして、そして何よりも町民の方の温かい目線といいますか、

それが加わることによって一回り、二回りということで経営も自立性をもって安定し

ていくのではないかなというふうに認識していますので、そのような形にもっていき

たいなと考えております。 

〇議長（鹿中順一君） ２番、渡邊直樹君。 

〇２番（渡邊直樹君） 〔登壇〕 私が言いたい部分については、行政からの委託と

いう部分の公益性の部分もあります。今、委託業務の話で、やっぱり受ける側がそれ

を行える、耐えられるという部分がまず最低限の条件であろうというふうに思います。

随意契約という話もありますが、特別そのところだけが仕事の業務ができるというこ

とはわかりませんので、公共的な部分については、そういう見られ方というものを意

識していただきたいと。まちなか再生についても、町長から今話がありましたのでお

話ししますが、町側が立てた計画をまちづくり会社がこなしていくという形ではなく

て、事業主体ですから、ぜひ、やっぱりまちづくり会社が、自分たちが考えてやれる

んだということを町が支援するという形であれば協議になると思うのですが、その部

分についても今後の課題ではありますが、町がよかれと思ってしている形が見えるの

ですが、でもやっぱりまちづくり会社の中を見ると、右往左往しているというか、町

長が言ったように、ふるさと納税とか移住・定住ですとか形が見えてきているものを、

それに特化して、まずはやっぱりそこを一生懸命頑張ってもらうということからしか

始まらないのかなと、人的にも経営的にもそんなにゆとりのある会社ではないと思い

ますので、ぜひその部分、親の目線に立ってというか、そういう部分で考えていただ
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きたいという部分になります。時間にもなりますので、これが最後になると思います

が、私が今回、自立という部分の観点から見た現状は、まちづくり会社の部分につい

ては、大げさかもしれませんけれども、岐路に立たされているのではないかなという

ふうに思います。人を育てるという部分も会社の持つべき目的であり、今見た現状は、

当初のスタートの形から見ると様変わりしているように見えます。どうしてこうなっ

たのかということと、今後どうしていくべきかということは、慎重に考えなければい

けないのではないか、それは会社の責任として。３年が過ぎて、町に対していろんな

困り事を要望するのは会社として当然なのかもしれませんが、真に自立というふうに

見えにくくなります。会社を続けることということだけが目的ではありませんので、

以前、町長がおっしゃいました地方創生の理念、規定において、自立性が前提である、

私、今回これを使っているのですが、これは町長が前回おっしゃっていたことであり

まして、地方創生の理念、その部分は自立性ということが前提であるということを照

らし合わせて、この分岐点の認識をもっていただきたいと、行政においては思います

ので、最後、町長から一言あればいただきたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 町長。 

〇町長（佐藤多一君） 分岐点という言葉で言えばそのような状況にもあるのかなと

いうふうに思います。いずれにいたしましても、まちづくり会社をつくった趣旨とい

うのは、この町を活性化していくということですので、しかしそれは大きなエネルギ

ーを必要としているということも、この間よくわかりました。そのエネルギーを支え

ていく周囲の環境というのもかなり必要だなということは十分、この間わかってまい

りましたので、それらをしっかり意識をしながら、ぜひとも頑張っていただきたいと

思います。そのために必要な支援は、町としても行ってまいるという考えでおります。 

〇議長（鹿中順一君） 暫時休憩をします。 

 

             休憩 午前 11時 10分 

             再開 午前 11時 25分 

 

〇議長（鹿中順一君） 休憩を閉じ再開します。 
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次に、７番、佐藤久哉君。 

〇７番（佐藤久哉君） 〔登壇〕 議長のお許しをいただきましたので、さきの通告

どおり一般質問を行います。 

最初に、農業基盤整備事業についてお尋ねいたします。 

平成 22年ころより、津別町の農業基盤整備のため国に対して町と農業関係者が行っ

てきた要請活動が実り、平成 27年より「国営農地再編整備事業」がスタートして本年

で７年目を迎えます。本計画での現時点での工事完了面積をお尋ねしたいと思います。

また、進捗状況は当初計画に比しどうなっているのかお聞きしたいと思います。 

２点目であります。実際の工事に入る際には、工事業者と農業者の間で調整しなけ

ればいけない問題が発生していると思いますが、町はどのような形で関わって対応し

ているのか、お聞かせいただきたいと思います。 

次に、全体工事費が当初に比べ 12.3％増と当初予算を大きく上回っていますが、な

ぜなのかお聞きしたいと思います。 

４点目、本計画では農地造成や区画整理事業として暗渠排水、客土、換地、土地の

均平化などを行い生産効率の向上や大雨等の災害に強い農業用地の形成が見込まれる

と考えています。工事完了後の農業者の声を聞き及んでいれば、お聞かせ願いたいと

思います。 

５点目、本年度より、国営農地再編整備事業に該当しなかった農業者を対象に道営

土地改良事業がスタートしていますが、本事業の概要についてお聞きしたいと思いま

す。 

以上、よろしくお願いいたします。 

〇議長（鹿中順一君） 佐藤君の質問に対して理事者の答弁を求めます。 

町長。 

〇町長（佐藤多一君） それでは、農業基盤整備事業についてお答えを申し上げたい

と思います。 

はじめに、国営農地再編整備事業の完了面積と当初計画に対する進捗状況について

でありますけれども、平成 27年度より工事に着手し、令和２年度末現在で、計画受益

面積 2,432.7 ヘクタールに対しまして、工事実施済み面積は 1,615.3 ヘクタールであ
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り、66.4％が完了したところであります。 

次に、工事関係者と農業者間の調整に対する町の関わりについてですが、平成 26年

度に事業推進のため産業振興課内に国営農地再編整備事業推進担当者を配置し、また

平成 31年度からは、道営事業を含む農業基盤整備事業を対象とした「土地改良推進室」

を農業団体を含めて設置し、事業受益者と事業実施者との調整を行っているところで

す。今後とも事業が順調に推進されるよう、工事の発注元である網走開発建設部北見

農業事務所とも綿密な連携を取りながら進めてまいりたいと思います。 

次に、全体工事費の増高理由についてですが、平成 27年度時点の事業費は 130億円

でしたが、令和２年度では、人件費等工事単価の増により 146 億円となり、さらに令

和３年度においては 148 億 7,000 万円となり、当初計画比 14.4％の増となりました。

完了年である令和６年度までには、さらなる事業費単価の増と事業要望の精査により

まして、最大で 159 億 3,000 万円、当初計画比 22.5％の増となる見込みとの報告を北

見農業事務所より受けておりまして、今後、事業主体と事業費削減の協議を行うこと

となります。 

次に、工事を完了した箇所の農業者の声についてですが、一部の農業者から表土の

移動により地力の低下が見られ、堆肥等の投入による改善が必要との声も聞いている

ところですが、圃場の大区画化や暗渠整備による圃場の改善により作業効率が向上す

るとともに、客土や徐礫により土壌が改良され生産性が向上したとの声を多く聞いて

います。また、こうした大区画や傾斜改良によりまして大型機械の導入や自動操舵な

どのスマート農業の取り組みも拡大し、担い手対策や生産コストの低減が図られてい

るところです。 

次に、国営農地再編整備事業の実施地区にならなかった農業者に対して行う道営土

地改良事業の概要についてですが、令和３年度から令和７年度を事業実施期間として

行うもので、受益戸数 11 戸、受益面積 220.2 ヘクタール、事業費 98 億円となってい

ます。主な工種は区画整理であり、この工種内で暗渠整備、勾配修正、客土等を実施

することとしておりまして、令和３年度は調査測量を行い、令和４年度より工事に着

手する予定となっておりますので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（鹿中順一君） ７番、佐藤久哉君。 
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〇７番（佐藤久哉君） 〔登壇〕 ただいまお答えいただきまして、事業の完了ぐあ

いでありますけれども、現在、約 1,600 ヘクタール、66.4％ということで、当初の計

画よりも少し進捗状況が早いのかなというふうに思っております。今年度、予定され

ている 360 ヘクタールが加われば、ほぼ 80％が完了するということで、工事の進捗状

況が順調だということは確認いたしました。この工事をする際に、今ご答弁いただい

た説明の流れからしても、農業者、農業受益者、そして役場、それから網走開発建設

部、それから、いわゆるゼネコン等の工事業者という流れで工事がつながっていると

思うのですけれども、農家の方は直接話をするのは、いわゆる土地改良推進室の方々

と話をして事業を進めていくことが多いと思うのですけれども、私も少し聞き取りを

いたしましたところ、当初、事業計画を組んだとおりにはいかないところもあると、

それは説明を受けて工事内容を変更したり縮小したり、あと暗渠を入れたけれどもう

まくいかなくて翌年もう１回入れ直したとか、そういう話も聞いております。ただ、

こうしたことを改良推進室がしっかりと農業者に事前説明をしていたということで、

農業者の方もそれについては十分理解して納得していただいているということも私は

聞き及んでおります。ですから簡単に言いますと、ここのところの連携はうまく取れ

ているのかなと思いますが、ただ、先ほどの答弁の中の予算のこともあるのですけれ

ども、予算がちょっと異常なところまで工事単価の値上げとかで膨らんでおりまして、

この影響かなとは思うのですが、農家の中には事業計画を出して事業を進める前に、

農家の方の中には事業の縮小を勧められたという話も聞こえてきました。これはやは

り開建のほうが膨れ上がる予算を抑えるために、農家に対して少し事業を縮小してく

れないかという働きかけをしているのではないかというふうに私は懸念しているので

すけれども、こうしたことがなかったのかどうか、また、事実そういうことがあって、

こういうふうに対応をしているということがあればお聞かせいただきたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 産業振興課長。 

〇産業振興課長（迫田 久君） それでは、私のほうから今のご質問の内容をお答え

したいと思います。 

先ほど町長から答弁があったとおり、事業費の推計でいきますと最大で 22％の増と

いう形になるという報告は受けているところでございます。それに対して、農家のほ
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うに事業の縮小というよりも、本当に事業が必要なのかというのは毎回、毎回聞き取

るということになっております。なので、今、聞き取っているものに対して、事業の

縮小というところの意味での働きかけというのは今はないというふうには思っており

ますが、先ほど町長からの答弁があったとおり、事業が今のままでいけば 22％以上膨

らむというのは、やはり網走開発建設部としても開発局としても避けたいというのは

本音だと思っておりますので、今後それらに向けて受益者並びに工事関係者と協議を

していかないといけないということが事実であります。 

以上です。 

〇議長（鹿中順一君） ７番、佐藤久哉君。 

〇７番（佐藤久哉君） 〔登壇〕 もちろん開建のほうも財布があってのことですか

ら、当然、事業については精査して不必要な部分は切っていくという考えが出てくる

のは当たり前だと思いますけれども、基本的に農業者のためにやる事業ですから、で

きるだけ農業者の希望に沿った形でできるように町も一緒になって後押しをして開建

との交渉に臨んでいただきたいというふうに思いますので、そこのところをよろしく

お願いいたします。 

次に、予算の 22％最終的に増になるということになれば、当初、予定していた工事

の単価、例えば平成 28年ぐらいに工事した方と、それから令和６年に工事をする方で

は同じ面積、同じ事業をやっても当然価格が違ってくるということになると思うので

すけども、この部分に対して不公平感が出ないような措置はなされているのかどうか、

その点についてお伺いしたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 産業振興課長。 

〇産業振興課長（迫田 久君） 私のほうからお答えしたいと思います。 

まず、今本地区といたしましては令和６年度完了年として事業を推進しております。

その中で事業開発等、実施当初から、今、佐藤議員がご指摘のとおりの対策といたし

まして不公平感が出てくるというふうな議論はしてきております。その中で事業実施

年度の翌年には、実は推進協議会がございまして、そちらのほうで一定の負担金を積

んで、令和６年度の完了に向けて準備をしているところでございます。そういった中

で、令和６年度の完了に向けて、その積んでいるお金も含めまして単価の精査等々も
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含めまして協議会の中で不公平感の出ないような形で最終的には整理をしたいという

ふうに協議会の中では検討をしているところでございます。 

以上です。 

〇議長（鹿中順一君） ７番、佐藤久哉君。 

〇７番（佐藤久哉君） 〔登壇〕 これはお金の問題なので、やはり農家の方々も微

妙な不公平感があると気持ちよくないものですから、ぜひそこのところをよく説明さ

れて、ないようにしていただいて、とにかく工事が終わった時に皆さんに喜んでいた

だけるようにしていただきたいと思います。 

４番目の質問で工事が完了した方たちの意見というか声をお聞きしたいということ

でいただいた答弁が、表土の移動等によって土地の力が落ちて堆肥の投入等をしなけ

ればならないと、私のほうも聞いているところでは、担当のほうからは３年、５年ぐ

らいは土地が落ち着かないということも聞いていたのですけども、実際、事業者の方

にしてみると 10年は覚悟をしていると、もちろんすぐ使える所もあるけれども、やは

り何回か客土をして土地を熟成させるというか、それでも 10年かかっても、やはり今

回やったことは非常によかったというふうに思っているという声をいただいて、私ど

もも予算を可決して、この事業を進めてきたかいがあったなというふうに思いました。

ただ、確かに圃場は改善されるのですけれども、まだまだ課題が幾つかあるというこ

とで、それはやった土地が熟成するまでの間、どういう作物をつくっていくかという

工夫も農家の方としていかなければいけないような部分もあって、まだまだ、ただ土

地改良しただけではなくて、いろんな土地がきちっと出来上がるまでに少し努力だと

か工夫だとか、そうしたことが必要だなということを私も改めて今回聞き取りをして

知らされました。そんな中で、今回の国営農地再編事業につきましては、次世代農業

促進型ということで、農業改良により５Ｇを活用したり、そうすることによるスマー

ト農業の第１歩となるものだというふうに私も考えております。今後、担い手の不足

で非常に農業において作業の効率化が大きな課題でありまして、農業後継者をどんど

ん呼び戻すにしても、やはり作業の効率化だとか担い手不足を解消する大型機械化と

いったところは避けて通れない課題であります。そのためには、やはり極上の農地を

確保するということだと思います。今回は、そういった面では、その第１歩ではない
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かなというふうに考えておりますので、この後、道営の農地改良も始まりますけれど

も、今後、土地改良が行われて次世代農業の担い手となる農業後継者への後押しとな

るように、さらなる活用施策を進めていただきたいなというふうに私も考えますので、

町長の考えがあればお聞かせいただきたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 町長。 

〇町長（佐藤多一君） 国営農地再編整備事業につきましては、町のほうも推進室を

つくったりしておりますけれども、農業者の方たちも推進協議会をつくられて、それ

と一緒になって進めているところです。予算の獲得なんかでも、私を含めまして農協、

それから推進協議会、会長さんはご親戚の方ですけれども一緒に中央行動もやってい

るところです。予算の確保については、例えばこういうようなものを地元で作成して、

アピールをするのにどういうふうなことをしていけばいいだろうかといろいろ考えた

中で、たまたま当時、ＪＡの広報誌の表紙に結婚したて、あるいは子どもが生まれた

ばかりの若い農業者の写真がほぼ２年近くにわたってずっと掲載されていました。そ

こに私は目を付けまして、それを縮小版として、こういうように全部乗せてもらいま

した。これを編集してもらって、１番後ろのほうに馴れ初めからみんな書いてあるの

で、それは個人情報もあるのですけれども広報で公表されているからいいだろうなと

思って、裏には馴れ初めも含めてこういうものをつくって農林水産省とか財務省に行

ったのですけれども、大変評判になりました。津別の農業者というのはイケメン、イ

ケジョが多いねということで官僚の方たちからも言われまして、そしてこういう人た

ちが担い手としてしっかりいるということは国としても 75％を補助しますので、75％

を補助してそれに見合ったものが出てこないとやっぱり国としても困る話です。75％

国が補助して、道も補助をして、そして最終的には地元負担というのは７％になって

いますから、そのうちまた４％は町が負担するということですから、一つの工事に農

業者の負担というのは３％ということですから、こんな高率の補助というのはまずあ

り得ないというふうに思います。そういった中で、なぜそういうことが国も含めて進

められていくかというと、やはり安定した農業をしっかり自給率も高めていくという

ことにあると思っています。2019 年ですから２年前の数字を見てみますと、農産物の

輸出が１番多いのは、当然アメリカですけれども、日本は 44番目なんです。何と２番
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目というのは中国かどこかかなというふうに思っていたのですけれども、オランダな

んです。オランダの数字を見ますと、約 10兆円の輸出をして、日本は 5,000億円ぐら

いですから 20倍ぐらいの輸出をオランダが進めているということ。オランダの国とい

うのは九州と同じぐらいの面積ですから、それでいけば日本はもっともっと農産物の

輸出大国になっても何らおかしいことはないんじゃないかなと思います。輸入に関し

ては、日本は上から５番目ですので、やはり今、本州を含めて離農も進んでいますけ

れども、北海道にあってはきっちりした農業基盤を整備して、これから農業者の所得

もどんどん上がっていきますので、今既に役場とか、おそらく銀行だとか農協の職員

の給料よりも農家の方の給料のほうがずっと高いんだというふうに思いますので、そ

ういう最先端の技術がまだまだ進んでいきますので、日本の農産物の生産に大いに貢

献していただきたいなと思っていますし、それに対して町のほうもできることはしっ

かり応援していこうというふうに考えております。 

〇議長（鹿中順一君） ７番、佐藤久哉君。 

〇７番（佐藤久哉君） 〔登壇〕 今、オランダの話もありましたけれども、私も大

して詳しい知識を持ち合わせていないのですけれども、やはりオランダは化学の力を

利用して水耕栽培ですとかハウス栽培、そうした園芸作物を中心に非常に飛躍的な発

展を遂げて農業大国になりつつあるということを私も新聞やネットの記事で拝見した

ことがあります。すなわち、そこはそうした思いというか政策的な意図がなければ私

がああいうふうに立派にならなかったと思うのです。 

私が議員になりたての時、１度農業関係の質問を初めてするときに、農協の参事さ

んにお会いしました。そして農業のことを教えていただきたいというふうに聞いた時

に、今、日本という国は農家を守る施策から農地を守る施策に切り替えつつあるとい

うふうに伺いました。現実にそれからずっと時が流れまして、確かにそういった農地

を守るという施策が非常に国はそういう度合いを強めているのではないかなと思って

おります。私は国がそういう施策をとっているのであれば、それを活用しながら小さ

な自治体というのは、そこに働く農家の人たちを守っていく施策を考えていくべきだ

なというふうに思っております。ですから国が農地を守ってくれるなら、その農地で

働く農業者を地方自治体が守っていければいいんだと、そうすることによって政策と
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しての整合性もとれてくるというふうに考えております。 

今、津別町は農家の若い後継者が 10年間で 40人から 50人帰ってきていると思いま

す。非常に順調な状況だと思います。さらに彼らが帰ってきて壁にぶつからないよう

に、よい農地を提供することができるような、お父さん、お母さんたちがそういうも

のを子どもたちに残してあげられるような、そういうことの手助けができるようなと

ころが、今の国営農地、それから道営の土地改良だというふうに思っております。今

後、この土地改良を進めていった後に、こうした後継者が帰ってきやすい環境をつく

ってあげることを町としてどのように考えていくかということが一つの課題だと思い

ます。当然、それは町の中でいろんな農家関係の声を聞きながら施策としてまとめて

いくことになると思いますが、ぜひそこに期待したいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

そこで私、もう一つ最後の道営農地のところでお聞きしたいのですけれども、国営

農地と道営の土地改良が終わると、ほぼ津別町の農家の希望する農地が改良になるの

か、これで全て農家の方がもう満足ですという形の土地改良政策が行われたというふ

うに町は判断しているのかどうか、そこのところをお聞かせいただきたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 産業振興課長。 

〇産業振興課長（迫田 久君） 私のほうからお答えいたします。 

今回、エリア的には津別町全体をとらえたときに、国営農地、そして本年度から始

まる道営土地改良事業、エリア的には全て網羅することになります。しかし国営農地

再編整備事業の中で事業実施要件に合わなかった、例えば過去の事業歴の中で、道営

で暗渠をしてから経過年数が満たなかったものであったりとか、連坦性といって、あ

る程度大規模化がされなければ事業ができないといったような要件の中から、実は国

営農地の中で漏れている畑があります。区域としては全面積カバーしたのですけども、

圃場があります。それらにつきましては、今、津別で道営事業を展開して令和３年か

ら行いますが、その後にまた別な地区という形で展開をしながら土地改良については

進めてまいりたいと思っております。現在、ＪＡとともに、そういった土地がどのぐ

らいあるのかというものは取りまとめている最中でございます。 

以上です。 
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〇議長（鹿中順一君） ７番、佐藤久哉君。 

〇７番（佐藤久哉君） 〔登壇〕 今お聞きしまして、農地に関してはもう一度再見

直しをかけて、両方の事業が終わった時点でまた新たに国営をかぶせるというお話も

ありましたし、ぜひそうした方向で津別町の本当に有効な農地活動を目指していただ

きたいと思います。 

最後に繰り返しになりますが、先ほども申し上げましたとおり、そうした農地整備

ができた後、やはり良質な環境の中に農業後継者が帰ってきやすいような施策を新た

に推進していただきたいと思います。やはり農業を持続させることは町の２大基幹産

業の一つであります。大きな命題でありますから、ぜひそこのところを頑張っていた

だきたいと思いますが、町長のほうで何かあればお願いいたします。 

〇議長（鹿中順一君） 町長。 

〇町長（佐藤多一君） 今、大きな本当に基盤となる農地の改良ということでありま

すけれども、そのほかにも細々したことがいろいろありまして、年に１度ですけれど

も、今、農業議員さんというのは議長しかいなくなってしまいましたけれども、農業

の議員さんと含めまして、それから農業委員会、そして農協と年に１度十分な時間を

とって意見交換をやっています。その中でさまざまな提案とか要請がされるわけであ

りますけれども、これからもずっと続くと思いますので、一つ一つ要望に応えられる

ものはお互いに負担をどうしていこうかだとかも含めて進めていますので、今後とも

そういう機会を十分活用しながら進めていきたいと考えております。 

〇議長（鹿中順一君） ７番、佐藤久哉君。 

〇７番（佐藤久哉君） 〔登壇〕 私も実は議員になりたてのころ農業関係の質問を

したきり最近はほとんどすることがなかったんですけれども、今町長がお話しのよう

に農業関係の議員さんもいなくなってしまったので、久々につたない質問ですけれど

もチャレンジしてみました。町長の今お話しがあったように、やはり長いスパンでも

のを考えていかなければいけないのですけれども、その基本となる農業用地の整備が

なされるということは第１歩ですので、この後また頑張ってお互いに意見を出し合い

ながら、農業のために町を発展させていきたいなと思いますので、よろしくお願いい

たします。 
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次の質問に移りたいと思います。 

ＩＣＴ教育につきましてお聞きしたいと思います。 

国が進めてきたＧＩＧＡスクール構想が新型コロナウイルス感染症対策により加速

化され、高速大容量の通信ネットワークと１人１台のタブレット端末は整備が本年３

月でほぼ完了いたしました。今後ＩＣＴ教育が本格的に進んでいくことになると思い

ますが、進捗状況も含め次の点について伺いたいと思います。 

１点目、現在配備されたタブレット端末を使った授業がどのように行われているか。 

２点目、今後、新型コロナウイルス感染症の拡大により、学校閉鎖となった際リモ

ートワークによる授業は可能なのか。また、実施にあたり通信環境のない家庭に対し

てどのように対処していくのか。 

以上、お聞かせいただきたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 教育長。 

〇教育長（宮管 玲君） それでは、一つ目のタブレット端末の授業での活用状況に

ついてお答えいたします。 

小中学校とも、昨年度発注したタブレット端末の納入が３月末までに順次終了して

おります。小学校では、教科書添付のＱＲコードから資料を読みだすこと、インター

ネットを用いてさまざまな情報を収集・整備・分析すること、動画サイトで画像検索

をし視聴すること、自他の発表や演技を録画し、それを視聴しながら直しあうこと、

アプリを使った計算等の反復練習に活用しております。中学校におきましては、全生

徒が１度にログインし画像の送受信ができることを確認し、登校時の体温や健康状態

を個々が入力し、自動集計するシステムの試行や、教科学習での利用など、教職員の

研修と並行してタブレット端末の使用を試行中です。 

小中学校とも、教頭やＩＣＴ担当教諭が核となり、タブレット端末を学習ツールと

して日常的に利用し、授業改善につなげることを目標に実践を進めております。 

二つ目のご質問の、リモート学習についてでありますが、実施にあたってのハード

ルは高いものの、現状のシステムがあれば不可能ではないとの認識でおります。 

現在、津別中学校において、リモート学習など校外でのタブレット端末活用の可能

性と課題改善を目的に、希望する家庭の協力を得て 10日間という期間限定でタブレッ
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ト端末の持ち帰りをしてもらうといった試験的運用を始めております。 

生徒や保護者には、学習のための端末貸し出しであり、家庭以外での使用禁止、学

習や学校とのやり取り以外の利用禁止、個人アカウントによるＳＮＳの利用禁止など、

一定の常識的な禁止事項を指導し、順守することの信頼関係を前提として取り組み始

めました。 

この試験的運用の結果を受けて、生徒には学習のための端末と利用を制限しての持

ち出しとするのか、フィルタリングの対策をとる必要はあるのか、さらには授業でも

家庭学習にも活用できるクラウド型学習ドリルの導入を検討してまいります。 

条件整備を終えてから持ち帰りにより端末の利用を開始するべきところではありま

すが、それでは運用は先送りになります。せっかくの１人１台端末の整理が完了して

いますので、できることから、まずは使ってみることで課題を明らかにし、解決して

いく予定でおります。 

議員がご指摘のとおり、通信環境のない家庭に対してどのように対処するかも教育

環境の格差是正としての課題であります。モバイルルーターを貸与する方法がありま

すし、学習プリントなどの課題を学校でダウンロードしオフラインで使用する方法も

考えられます。他市町村の情報や試験的運用を通して、さまざまな方法を検討してま

いります。 

以上です。 

〇議長（鹿中順一君） 昼食休憩とします。 

 

             昼食休憩 午後 ０時 00分 

             再  開 午後 １時 00分 

 

〇議長（鹿中順一君） 昼食休憩を閉じ再開いたします。 

７番、佐藤久哉君。 

〇７番（佐藤久哉君） 〔登壇〕 ただいま１回目の答弁をいただきましたけれども、

まず、タブレットは現在どのように使われているかということですけれども、私この

質問をする前に文部科学省のホームページにちょっと入りましてＩＣＴの活用の教育
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についての指針だとか方針だとかを見たのですけれども、ものすごい量の文章があり

まして、教育委員会の方や学校の先生がこれを読んで、この中から理解して子どもた

ちに本当に教えていくんだと思うと大変だなと思うような量がありまして、まさに暗

中模索の中でＩＣＴの教育を進めなければいけないんだなというふうに感じました。

あまりにもメニューが多くて、何を選んだらいいのかということで、今回お聞きした

ところ、何点か答弁いただきました。これについては、当然、活用メニューの中に載

っているものの中から学校で話し合ってこういうことをやろうというふうに選択をし

たのか、それとも指導要領の中で、これをやりなさいと決められたものをやっている

のか、そこのところをまず端的で結構ですのでお聞かせいただきたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 教育長。 

〇教育長（宮管 玲君） １回目で答弁させていただいた内容につきましては、この

４月から細かに校長、教頭と担当の教諭と打ち合わせを重ねてきて、その中で学校と

してどんな取り組みができるのかと、できることをやっていこうということで始めた

ものであります。したがいまして、この取り組みは津別の単独といいますか、津別小

学校、中学校、教育委員会で相談して進めている内容というふうに受け止めていただ

いて結構だと思います。 

〇議長（鹿中順一君） ７番、佐藤久哉君。 

〇７番（佐藤久哉君） 〔登壇〕 やはり全部はできないなと、私も文科省のホーム

ページを見て思いました。やはり、その地域に合った特色のある教育、その中でも最

低限のものが必要かと思います。一つは情報を得る能力、情報を得るための技術、そ

れから二つ目が問題解決にあたり、その情報を活用していく能力、三つ目がその情報

に対するモラルだとかセキュリティに関する力というか常識をわきまえるというか、

そういったことがコンピューター活用能力のコンピューターリテラシーの中で最低限

補わなければいけないことであり、あとは学校にある程度、自由裁量に任せてくれな

ければ、私はこの事業を具体的に進めていくのは難しいというふうに感じました。今、

教育長のお話の中で、学校で議論をして納得してやっているということなので、私は 1

番肝心なのは、先生方が何をやりたいのかと、それに従って教育をやっているのか、

それとも文科省からこういうメニューをやりなさいと言われてやっているのとでは全
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然違うと思うのです。今お話を聞いて、自分たちで考えてこうしたことをやっている

ということで、非常に安堵いたしました。ぜひ、やれることから、そして自分たちは

子どもたちにどういうことをしてやりたいのか、そういったことを見極めて、ぜひ進

めていただきたいと思います。余裕ができれば次の段階に進んでいけばいいのではな

いかなと思います。せっかく配備されたのだから、私の今のスタンスとしては、どん

どん使えじゃなくて、むしろゆっくり取りかかっていったらいいのではないかなと、

本当にできることから、子どもたちの習得状況を見て、子どもたちがそうしたものに

初めて接する子もいるわけですから、これから一生そうしたものとお友達になってい

かなければならないので、きっといい入り方ができるような情報機器の使い方ができ

ればいいなというふうに考えておりますので、ぜひそこのところを考えていただきた

いというふうに思います。 

二つ目の質問とも関連してくるのですけれども、先生方がやりたいことの中には、

今言った三つ以外に公務活用という部分も入ってくると思います。公務活用をするた

めには、やはり個別の貸し出しをしなければならない。二つ目の質問のところに入り

ますけれども、現在、試しのリモート学習で何台かを貸し出しているというふうに書

いてあります。この結果に私はぜひ注目したいと思っております。この結果をやはり

分析して、今後、先生方のやりたいこと、学校として有効にこのツールを活用するた

めには、最終的には私は家庭への貸し出しは不可欠だというふうに考えております。

それには本当に高いハードルがあることは教育長の答弁の中でも示されたとおりであ

りますが、これはどうしても乗り越えなければいけないハードルだと考えております。

この結果により、家庭への貸し出しを進めていけるかどうか、また検討していただい

て、ぜひその情報をお聞かせいただきたいというふうに思います。今、ご答弁いただ

いた中で、貸し出しをした後、今後どのようにこの後進めていく考えなのかお聞かせ

いただきたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 教育長。 

〇教育長（宮管 玲君） 自宅に持ち帰らせることも想定しての取り組みであります

が、今後、タブレットを使った学習支援ソフトのシステムが必要になってくるのでは

ないかというふうに考えています。というのは、学校の授業の中で単元の学習に使う、



 ― ４２ ― 

それから振り返りの学習に使う、ドリルとして使うというような学習支援のシステム

が入ることによって学校の授業で有効活用できますし、家庭に持ち帰った際に家庭で

も活用ができる、そういったものも取り入れていく、子どもたちに学習の場をつくっ

ていきたいというふうに見通しとして考えているところであります。 

〇議長（鹿中順一君） ７番、佐藤久哉君。 

〇７番（佐藤久哉君） 〔登壇〕 これがどんどん進んでいって、最終的にいろんな

問題をクリアして、個別に貸し出しができるようになると思うのですけれども、個別

に家庭へ持ち帰らせる中には、いろんなクリアしなければいけない問題があります。

ちょっと事例紹介というか、関西のほうで、私立で既にタブレットの端末を持ち帰ら

せているところがあるそうです。そこは担任の先生とオンラインになっているのです。

そうすると、持ち帰った子どもが学習して先生に質問したりするわけです。チャット

とかメールで、そうすると先生が２人ぐらい鬱になったという話を聞いているのです。

完全に課外授業ですから超ブラックになるわけです。そうした問題も、そういうもの

を止めてしまうようにすればいいのですけども、やっぱり熱心な先生はやってしまっ

たりするところもある、そうした事例も聞いております。実際に使い始めると、いろ

んな問題が出てくると思うのですけれども、それ以外にも答弁の中にもありましたけ

れども、学校でタブレットを使う分には、通信の段階でフィルターをかけることがで

きて、好ましくないサイトへのアクセスは制限できるのですけども、家に持ち帰れば

通常のＷｉ-Ｆｉを使うわけですからフィルタリングができなくて好ましくないサイ

ト、それからもちろんゲームサイトに行って長時間遊びに使うこともできますし、友

達同士とＬＩＮＥでチャットをして、ずっと夜中まで遊んでしまう、要するに子ども

たちには絶好の遊び道具を与えることにもなります。ですから、こうしたものの取り

扱いを、やはり親御さんとともにそういったことを考えていかないと、機械だけをポ

ンと与えて、さあ勉強にだけ使いましょうと言って勉強にだけ使うわけはないので、

そうしたところも、この 10日間の期間限定の貸し出しの中でモニタリングしたものの

中から教訓を得て、次の段階へ進んでいただきたいと思いますが、教育長はどのよう

に考えていらっしゃるかお聞かせください。 

〇議長（鹿中順一君） 教育長。 
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〇教育長（宮管 玲君） まず冒頭にありました、持ち帰りの際に全てオンラインで

学習が完結するというふうには認識しておりません。あくまでも学習のツールの一つ

として考えていますから、プリントの学習があったり、本を読むだとかそういった活

動も家庭での学習ですし、ツールの一つというふうに押さえております。全てタブレ

ット端末で完結しようとすると、非常に負荷がかかるものだろうと想像できますので、

その考えで進めてまいりたいと思っております。 

あとセキュリティの関係ですけれども、議員がおっしゃるように学校のネットワー

クの中ではセキュリティで保護されていますので、学校内でタブレット端末を使用す

る場合はフィルタリングがかかっているような状況ですけれども、緊急時などタブレ

ットを学校外に持ち出す場合、自宅などで使用する場合はフィルタリングがかからな

い状況であります。 

ただ、フィルタリングが強過ぎると検索ができなかったり、またフィルタリングを

かけたとしても機械的に完全に防ぐことは不可能でありますので、デメリットを気に

して制限を必要以上にかけたり、使わせないということよりも、実は使わせることの

ほうがメリットは大きくて、失敗を通してみずから考える、みずから判断する力を育

みながら有効なツールの使い方を学校も家庭も社会も考えて実行していくべきである

という考え方もありますので、そこのところ試験運用の中で実践家や専門家の意見も

いただきながら慎重に進めていきたいと考えております。 

〇議長（鹿中順一君） ７番、佐藤久哉君。 

〇７番（佐藤久哉君） 〔登壇〕 大体わかりました。一つだけ最後に懸念がありま

して、それをお聞きしたいと思います。 

今教育長がおっしゃったとおり、ｉＰａｄ、そうしたものが教育の全てではない、

もちろんそれが使いこなせなければいけない時代が来ることは当然というか、もう見

えています。ただ、だからといってこれにばかりかかりきりでいると弊害が出てくる

と思うのです。それは何かというと、こうしたものを利用することによって授業効率

が落ちてしまう、学習効率が落ちてしまう、どうしても上手くいっているかというの

をぐるっと見回って来なければいけないとか、毎回そうではないでしょうけれどもそ

うしたことも必要になってきますし、あとｉＰａｄを触っている間は字を書かないわ
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けです。当然、書く力が落ちていく。それから専門家の間では読む力も落ちてくると、

それから考える時間が減ってしまうので考える力が落ちてくる、そうした弊害が懸念

されるというふうにいわれているのですけれども、これに対して、そういう危惧があ

るという認識を持っていただいていれば教育施策を進めていく上では問題はないかと

思いますが、もし教育長にそういったことに対する見識がおありでしたら、お答えを

いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（鹿中順一君） 教育長。 

〇教育長（宮管 玲君） 先ほどの答弁ともちょっと重複しますけれども、ＩＣＴ機

器だけを使って授業をするだとか、家庭学習を進めるだとか、全てＩＣＴ機器に頼っ

てということは考えておりません。あくまでもツールの一つであって、大事なのは授

業を改善していくことであって、学習指導要領で主体的、対話的で深い学び、仲間と

教えあったり一緒に考えて物事を解決していく、そういった学習を進めていく中でタ

ブレット端末を活用して授業改善を進めていくことが大事だというふうに考えており

ます。あくまでも機械を使うことが目的ではなくて、授業の目的を達するために便利

な道具としてタブレット端末、ＩＣＴ機器は活用するべきものであって、教職員もそ

のように考えて実践を進めているところでありますので、環境整備の部分について進

めてまいりたいというふうに考えております。 

〇議長（鹿中順一君） 次に、５番、山田英孝君。 

〇５番（山田英孝君） 〔登壇〕 ただいま、議長から発言のお許しをいただきまし

たので、先に通告をいたしました学校教育における福祉教育の推進について質問を行

いたいと思います。 

少子高齢化や核家族化が進む中、児童・生徒が直接高齢者や障がいを持った方と接

する機会が少なくなってきています。そのため周りの人と協調し、人を思いやる心な

どの豊かな人間性を築いていくためには「ともに生きる力」を育む福祉教育を、計画

的に進めていくべきと考えます。 

子どもたちは、将来的に心豊かな生活を営む優しい社会にする担い手となる存在で

もあり、学校教育の場で福祉教育をより推進するため、次の点についてお伺いをいた

します。 
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１点目は、学校教育における福祉教育の必要性をどのように認識されているかお聞

きします。 

２点目は、学校における福祉教育の現状について、総合的な学習の時間はどのよう

なテーマで行われているか。また、今まで福祉教育として実施をされた事例は、どの

ようなものか。 

３点目は、福祉教育をより推進するための課題は何かと考えているか。 

以上の点について質問をいたしますので、よろしくお願いをいたします。 

〇議長（鹿中順一君） 山田君の質問に対して理事者の答弁を求めます。 

教育長。 

〇教育長（宮管 玲君） それでは、一つ目の学校教育における福祉教育の必要性を

どのように認識しているかについてお答えいたします。 

地域福祉を推進する福祉教育につきましては、あらゆる年代の人々が、平和と人権

を基盤にした市民社会の担い手として、社会福祉について学び合い、地域における共

生の文化を創造する総合的な活動であり、多様性を認め合い、ともに生きる力や自己

肯定感、自己有用感を育むことを目指す活動と承知しております。 

学校教育におきましても、学習指導要領に、自分のよさや可能性を認識するととも

に、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と協働し持続可能な社

会のつくり手が求められることや、道徳教育は教育基本法や学校教育法に定められた

教育の基本精神に基づき、自己の生き方を考え、自立した人間として他者とともによ

りよく生きるための基盤となる道徳性を養うことを目標と定められております。 

自立した個人が互いにその存在を認め合い、関わりを大切にしながら生きていく「共

生社会」を目指すといった目標は、福祉教育も学校教育も共通であり、柔軟な発想が

できる学齢期の子どもたちの発達段階に応じた形で提示し、社会への関心を広げるこ

とで福祉意識の涵養と理解を深めていくことが大切であるとの認識でおります。 

二つ目の、学校における福祉教育の現状についてお答えいたします。学習指導要領

に、自己の生き方を考えさせていく総合的な学習の時間の目標を実現するにふさわし

い探究活動として、国際理解、情報、環境、福祉・健康などの現代的な諸課題が例示

されておりますし、社会科や国語の教科書、道徳、特別活動にも題材として位置づけ
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られております。 

小中学校ともに総合的な学習の時間において、木育や産業、自然、観光などのいわ

ゆる「ふるさと学習」、情報教育、健康・食育を取り扱っております。 

福祉に関する課題追求は、小学３年生、小学４年生で高齢者について知ろう、小学

５年生で障がいについて知ろう、小学６年生で人権について考えようをテーマに各学

年 10単位時間程度の学習を行っています。中学校では３年生の希望者が高齢者介護を

テーマに町内介護施設での３日間の職場体験を行っております。 

主な活動内容は、小学３年生は寿大学の皆さんに学芸会で発表した器楽合奏や歌を

披露したり、一緒にものづくりやお菓子づくりなどの交流体験を学習の核として、小

学４年生は町内の高齢者施設を訪問しての交流体験を核として、小学５年生は各種障

がいの認識と疑似体験を核として、価値観の押し付けにならないよう配慮しながら知

識面での理解や共感的な理解を促し、自立した個人が互いにその存在を認め合い、関

わりを大切にしながら生きていく「共生社会」を目指すことの大切さをテーマとして

おります。 

三つ目の、福祉教育をより推進するための課題についてお答えいたします。 

新学習指導要領では、総合的な学習の時間が小中学校ともに週３単位時間から２単

位時間に削減されました。各学校では活動内容の見直しを行いましたが、核家族や少

子化により祖父母や乳幼児と接する機会の減少や、地域の大人と関わる機会そのもの

が少なくなっている状況下、自分と違う立場の人を理解し、認め合う活動を通して、

人の気持ちに共感し、ともに生きていく力を育むために、限られた時数ではあるもの

の、引き続き福祉を課題に設定しております。 

ところが、このコロナ禍においては、これまで実施していた寿大学との交流や高齢

者施設の訪問や見学ができなくなったため、昨年度は社会福祉協議会のご協力のもと、

点字ブロックなどの設備をはじめとする社会福祉に関わる出前講座を依頼し、一人暮

らしの高齢者に絵手紙をかいて交流するなどの体験活動に変更して実施しております。

本年度も、感染症対策を行った上で、工夫しながら活動を計画しているとのことです

が、新たな計画を企画立案・連絡調整するには学校現場に時間的な余裕や専門的知識

が乏しいのも現状です。また、体験するだけに終わらせず、子どもの体験学習と地域
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ニーズを合致した体系的な学習計画を整理することも課題と認識しております。 

以上です。 

〇議長（鹿中順一君） ５番、山田英孝君。 

〇５番（山田英孝君） 〔登壇〕 今、教育長のほうから福祉教育の必要性の認識の

部分でご答弁をいただきました。あらゆる他者を価値のある存在として尊重する、自

立した個人が互いにその存在を認め合い、関わりを大切にしながら生きていく共生社

会を目指すと、そういうことで私も同じような認識を持っていますので、共有できる

のかなと思います。その上で、ちょっと何点か確認をさせていただきたいと思います

が、もう少しかみ砕いた言葉で福祉教育の目指すものというか、それをお話すれば、

年少者も高齢者も、障がいのある人もない人も全ての人々が、この社会の中で誇りを

持って、心豊かで幸せな生活を送ることができるようにする、そういう考えのもとで

福祉教育を目指していくのではないかなと、かみ砕いた言葉で言えばそういう認識か

なと思いますが、この点について教育長はどのように考えているか確認させていただ

ければと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 教育長。 

〇教育長（宮管 玲君） 議員ご指摘のとおり、全ての人たちが幸せに暮らしていく

ことを目指す、それが共生社会を目指すことでありますので、議員のお考えとまさし

く同じものというふうに自分自身お話を聞かせていただいておりました。 

〇議長（鹿中順一君） ５番、山田英孝君。 

〇５番（山田英孝君） 〔登壇〕 福祉と言ったら、例えば障がい者であったらとか、

あるいは高齢者、生活に課題を抱えた人というか、そういう特定の人たちを考えがち

ですけども、ですから社会的には弱い人、気の毒な人、かわいそうな人、そんなふう

に見がちではありますけど、本来の福祉、先ほどご答弁いただきましたけど、平和で

幸せに生きたいという、そういう願いに関わるものとして広く教育の中ではとらえて

いくべきだと思っております。 

他人事ではなくて、自分自身の問題として理解し認識をしていくということが、そ

れが子どもたちに伝わるような形で学びというのが必要かなと思っております。 

こうした流れは、いずれインクルーシブ教育といいますか、いわゆる障がいのある
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子ども、障がいのない子どもが特に教育を受ける、当然、インクルーシブ教育という

ことでいきましたら、そういう合理的配慮が当然必要になってくるかなというふうに

思いますし、障がいの個々の子どもに応じた先生や、あるいは専門職員の配置も必要

ですし、設備の整備や個別の支援計画など、そういった部分も必要かなと思いますが、

土台となるのは、私は福祉教育といいますか、学校教育の中における福祉の部分があ

って、子どもたちがそういった意識の変化があって初めてインクルーシブ教育につな

がっていくのかなというふうに思っておりますけど、目指すべき先の部分での認識の

部分で、教育長が考えていることがありましたらお聞かせ願いたいと思っています。 

〇議長（鹿中順一君） 教育長。 

〇教育長（宮管 玲君） 子どもたちにとって、地域の福祉を課題に高齢者ですとか

障がいを持つ人と関わる体験を通して学ぶことで、自分の１番身近な社会である学級、

クラスの仲間との関係においてもお互いに違いを認め合ったり、排除しない仲間づく

りというものにつなげていくことが、ねらいというか、先の見通しということになろ

うかなと思います。それがなければ子どもたちの豊かな心を育てていくことにはなら

ないと思います。 

〇議長（鹿中順一君） ５番、山田英孝君。 

〇５番（山田英孝君） 〔登壇〕 一昨年、美幌町で大阪市の大空小学校のドキュメ

ンタリー映画「みんなの学校」という映画を見る機会があったのですけど、まさに大

空小学校はインクルーシブ教育というか、支援学級も何もなく、ただ約束だけが一つ

あるということで、自分にされて嫌なことは人に言ったり、やったりしたらだめだよ

というそういう約束だけで、あとは自由でいいというような、そんな形の映画を見さ

せていただいたのですけど、まさに学校と、そして地域の人たちも一緒にそこに加わ

って、それこそ福祉教育の部分でもそうですけど、いろんな形で地域と学校が一体と

なって、まさにコミュニティ・スクールというようにもいわれていますけども、本当

にそういったような意識で取り組まれているなというような、そんなふうにも思って

いて、何か目指しているところは、福祉教育を進めるというのは一人一人が自分を尊

重しながら、そして他人も尊重しながら、そういった学校をつくっていくことなのか

なと、そんなふうに思っていたところです。 



 ― ４９ ― 

それで２点目のほうの、学校での福祉教育の現状の部分についてであります。それ

ぞれ正直あまり考えていないのかなと思ったのですけど、回答を見ますと３年生、４

年生、５年生、６年生、中学生を含めて時間数は少ないにしても系統立ててやってい

ますというような答弁もいただきました。後半のほうで総合的な学習の時間も削減さ

れているということも言われているのですけど、前段、総合的な学習の時間のテーマ

といった部分の中で、ふるさと学習といいますか、そういった部分の必要性をすごく

僕も感じておりますし、すごくいい取り組みだなと思っております。 

一方で福祉教育といった部分の中で、ここではちょっと数字的にどれぐらいの割合

なのかなというのがわからないのですけど、総合学習の中での福祉教育の全体の割合

といった部分で、もしわかるのであれば教えていただければなと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 教育長。 

〇教育長（宮管 玲君） 小学校３年生から６年生までの総合的な学習の時間、70 単

位時間のうちの 10単位時間程度を福祉というテーマに当てている計画であります。実

際に訪問したりする時間が２単位時間もしくは３単位時間とすると、その前後、事前

にいろいろなことを準備していく活動、それから実際の体験、体験が終わった後に振

り返ってまとめて、先ほど議員の言葉にもありましたが、他人事ではなくて自分のこ

ととして、自分がどう関わっていけるかというようなことを考えさせる時間も含めて

10単位時間というふうに計画しております。 

〇議長（鹿中順一君） ５番、山田英孝君。 

〇５番（山田英孝君） 〔登壇〕 ありがとうございます。以前、私自身、社会福祉

協議会に勤めていて、その前、保健福祉課の行政のほうにもいたということで、学校

との関わり、ここの福祉教育の部分でも幾つか関わらせていただいた経験がございま

した。まだ小学校の中にミズナラ倶楽部があった時は、隣が資料展示室、昔の農機具

や何かが展示をされていたということで、ミズナラ倶楽部の介護予防の利用をされて

いる高齢者の人と４年生の生徒の皆さんとで、この農機具はこんなふうに使うんだよ

ということで、そうすると利用者の高齢者の方が生き生きと自分の出番だというよう

な形で子どもたちに教えていたとか、あるいは会食を一緒にしたりとか、そういった

ようなこともあったりとか、後から答弁のほうにもありましたけど、昨年は、子ども
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さんが、ひとり暮らしの高齢者の方に絵手紙を送ろうといった、そのような形での交

流や何かにも関わらせていただいていたのですけど、正直この福祉教育の推進をした

いなと思った、発言をしようと思ったのは、少し津別の福祉教育の部分でいったら、

交流が中心となって、どちらかといったら場当たり的な部分、そういうのも少しある

のかなという感じを思っておりました。やっぱり福祉教育といった部分は、特に障が

いを学んでいきましょうといったときに、例えば障がいの話をしたときに、そういっ

たときに、やっぱり障がいを持つと大変だな、かわいそうだな、何か手伝えないかな

とか、そんなふうなイメージを持つと思うのですけど、それが障がいを持った人の話

を聞くことで、大変だけど、そこに前向きに生きているんだなとか、そういった部分

を感じたりだとか、さらには、今度は何か障がいを持った人と一緒に交流をしようと

いって、そういったときに生徒の皆さんみずからが交流をするためにはどうやってし

たらうまく交流ができるんだろうかということで、そういうのを考えたりとか、ある

いは障がいの人に配慮した形でのゲーム何かも考えていくだとか、そういう積み重ね

が最終的には障がいって大変でかわいそう、そういうふうに思っていたイメージが、

そこにちょっと道具があったりとか、あるいはちょっとみんなで気を付けてあげれば

自分たちと同じなんだなというか、そういったようなイメージに変わってくるという

か、そういった部分が福祉教育を推進している、ほかの市の事例というかお話を聞い

てきたら、そんなことも言われてきたので、それは何か計画を立ててきちっとやって

いかないとだめなんだというような、そんなことも言われているというか聞いてきま

した。ですから 70 単位のうちの 10 単位の福祉教育という中で、その中でどれだけこ

ういった部分にもっていくのかという部分では、なかなか時間的にも少し難しいのか

なという感じももっております。ですから、この内容の部分、福祉サイドの部分の中

でも、やっぱり学校の先生がどのように目標を考えているのかだとか、そういった部

分というのは福祉サイドの部分はわからない部分だなといった部分も認識をしており

ますので、もう少し中身の内容の部分を少し計画的なプログラムをつくったりとか、

変えていく必要があるのではないかなと思っているのですが、その辺の考えをお聞か

せ願えればと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 教育長。 
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〇教育長（宮管 玲君） ご指摘の中にありました、体験だけに終わらせず、子ども

たちの体験学習と地域のニーズを合致させると１回目の答弁でお答えさせていただい

たあたりかなと思うのですが、どちらかというと学校教育は、これまで奉仕活動とい

うことで学習指導要領の中にも盛り込まれてきた中身であります。奉仕活動ですから、

自分たちが人のために何かできることをやろうという取り組みになります。それも大

事なことですけれども、どちらかというと体験することで辛さですとか、大変さとい

った部分がクローズアップされて、いい方向に向かない、いい印象を子どもたちが持

たないということも指摘されているのは事実であります。したがいまして、その体験

をどう子どもたちに返していくか、子どもたちに自分のこととして考えさせるのかと

いうことが課題であると認識しております。その部分について、学校の教員について

は、そういった福祉の知識が現状乏しいのも実際であります。社会福祉協議会の職員

の方ですとか、地域福祉に携わっている方々に教えていただきながら子どもたちの福

祉に関する学習活動を充実させていかなければならないと思っております。 

 内容の充実、それから系統性、思い付きではなくしっかりとした学校の教育課程、

計画の中に体験活動、それから福祉の学習を位置づけていくことが課題であろうと思

っております。 

〇議長（鹿中順一君） ５番、山田英孝君。 

〇５番（山田英孝君） 〔登壇〕 そういった考えで、それでは具体的にこの福祉教

育をどのように取り組んでいくのかといったところに移らせていただきたいと思いま

すが、課題も今教育長からお話があった部分、あるいは最初のほうで答弁いただいた

部分の学校側といいますか課題の部分はわかりました。それで、例えばその課題を解

決していくために、福祉は福祉の専門職としての福祉教育に向けての考えといった部

分もありますし、学校の先生側のほうも教育としての学校における福祉教育の部分の

考えもあると思うのです。そういった部分を何か付け合せられるような協議ができる

ような場があればいいのかなと。それは自然発生的にやってくださいというふうにな

ってもなかなか難しいかなというふうに思っているのですけど、例えば校長会、教頭

会などの場でそういった福祉教育の必要性といいますか、社協だとか、あるいは町の

保健福祉課、福祉事業所、そういった部分が福祉教育プログラムはこんなような形で
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福祉サイドのほうでは考えているプログラムはありますだとか、そういったような場

というか説明する機会、その上で実際に担当する先生と協議をする場をもっていくと

いいますか、そういったことはどうなのかなと思っているのですが、教育長のほうで

考えがあればお聞かせ願いたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 教育長。 

〇教育長（宮管 玲君） 毎月定例で校長会、教頭会と会議をもっていろいろなこと

を検討しております。当然、そういった会の中で可能であれば福祉教育のプログラム

についてというようなお話をいただく機会をつくることは有効なものだろうなという

ふうに思っておりますし、これは現実的に可能ですので、今後、日程調整等をしなが

ら進めていくことは可能でありますので、再度協議したいなと思っております。 

 また、繰り返しになりますが、学校も限られた時間の中で子どもたちに充実した学

習をさせてあげたいという願いを持っておりますので、そういった外部の力を取り込

んで子どもたちに還元していく、子どもたちを育んでいくということは大事なことだ

と思います。両校長ともに、そういった地域の声を伝えつつ協議してまいりたいと思

っております。 

〇議長（鹿中順一君） ５番、山田英孝君。 

〇５番（山田英孝君） 〔登壇〕 ありがとうございます。 

そういったところから、何か福祉関係者あるいは学校の先生方が思っている部分が

うまいぐあいにかみ合っていけば、福祉教育の部分が推進していくのかなと思ってお

ります。 

今、東京オリンピック・パラリンピックが７月から開催が予定されておりますけど、

道内でもパラリンピックに対しての教育といいますか、それこそ福祉教育、パラリン

ピックに向けて何年か継続した形で、障がい者のスポーツ教育という形で名寄市で２、

３年ずっと継続して例えばパラリンピックに出るアスリートの人を呼んだりとか、あ

るいは、それに携わる関係者の人を呼んだりだとか、さらには、そういった人たちと

の交流だとか体験の部分が何校かあると聞いていたのですけど、学校を通して交流す

る機会をもってやっているといったことも聞いております。そういう中で、障がいと

いった部分が当たり前といいますか、当然あって普通の地域なんだ、普通の学校なん
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だ、普通の社会なんだと、そんなふうに子どもたちが育まれてきているといったそん

なお話も聞いております。ですから、単純にただ１回だけやればいいというふうに、

そんなふうにはならないなと思っておりますし、継続的、計画的にやって取り入れて

いくというのが福祉教育の進め方かなと思っているのです。それで、ぜひそういった

校長会、教頭会をはじめとして、そういう協議の場があるということでありますので、

現実的にそういうのは可能ですというお話もいただきましたので、ぜひ、そういう継

続的、計画的に進めていけるような取り組みを進めていっていただきたいと思ってお

ります。 

この福祉のそういう意識が、学んできた子どもたち、これはどんな職業についても

人を思いやるだとか、あるいはそういう人たちと一緒に地域の中で暮らしていく、そ

れはどんな職業についても必ず役に立つ部分で、大人になってから生きてくる部分だ

というふうにも考えております。場合によっては、その方が福祉関係の仕事につく人

もいるのではないかなというふうに思っておりますし、言ってみれば、そういった一

つ一つの取り組みがコミュニティ・スクールというか、それの本当の土台になってく

るのかなと思っておりますので、引き続いて福祉関係者、あるいは教育の関係者の皆

さんとの協議がうまく進めるように取り組んでいっていただきたいと思っております。

ぜひ、今、お話しされたような形で取り組みを進めていただきたいということをお願

いして、私の質問を終わらせていただきます。 

最後に教育長のほうで何かありましたらコメントお願いしたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 教育長。 

〇教育長（宮管 玲君） ありがとうございます。 

ご提案いただきました社会福祉協議会等からのプログラムの提案、福祉教育の進め

方など、学校の思いを盛り込みながら、学校の思いと上手く絡ませながら協議をして

いくことが望ましいというふうに考えております。 

小中学校で取り組める限られた時間の中で、専門家のご助言や支援をいただきなが

ら、子どもたちがさまざまな体験をしたり、さまざまな人との出会いを通して、福祉

について学んだり、ともによりよく生きる力を育んでいけるように進めてまいりたい

と考えております。 
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山田議員にもぜひ学校の応援団に加わっていただいて、子どもたちの福祉の学習の

ご協力をいただきたいと思っております。 

今後また校長会、教頭会、今月も月末に用意されておりますので、その中で話題を

提供して進めてまいりたいと考えております。 

〇議長（鹿中順一君） 暫時休憩します。 

 

             休憩 午後 １時 48分 

             再開 午後 ２時 00分 

 

〇議長（鹿中順一君） 休憩を閉じ再開します。 

次に、８番、高橋剛君。 

〇８番（高橋 剛君） 〔登壇〕 議長より発言のお許しをいただきましたので、先

に通告をいたしました項目につき質問を始めさせていただければと思います。 

質問項目は、木質バイオマスの政策についてでございます。津別町では、木質ペレ

ットの製造・販売を行う組合がございまして、町としても支援を行っております。そ

れに加えまして、本年度より地域内エコシステムも構築を推進するため、木質バイオ

マスセンターの建設に向けた準備や、その関連事業などが始まる予定となっておりま

す。 

そこで、次の点についてお伺いをいたします。 

１点目です。新たに木質バイオマスセンターを建設することとなり、チップの製造

も始められますけれども、現在のペレットとの関連性というのはどうなるのか、お答

えをいただければと思います。 

二つ目です。木質ペレットにつきまして、民間の利用促進、特にペレットストーブ

等ですけれども、こちらが進んでいない現状がございますけれども、戦略はあるのか

お伺いをしたいと思います。 

３点目です。木質バイオマスセンターを設立することにより、津別町にとってどの

ようなメリットがあるのかお答えをいただければと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 高橋君の質問に対して理事者の答弁を求めます。 
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町長。 

〇町長（佐藤多一君） それでは、木質バイオマス政策についてお答えをいたします。 

はじめに、来年度に建設予定の木質バイオマスセンターで製造するチップと、ペレ

ット協同組合が製造するペレットとの関連性についてですが、昨年度に林野庁の補助

事業により進められた「地域内エコシステム」モデル構築事業の成果報告について、

概要版を６月号の広報とともに配布させていただき、木質バイオマスセンターにつき

ましても、その役割等を明記させていただいたところです。 

ご質問の現在のペレット製造施設との関連性については、図解させていただいてお

りますが、これまでペレット工場でペレットを製造する過程において、原料である木

材からのチップ化をしていました。木質バイオマスセンターでは、そのまま使える燃

料チップ製造が主となりますので、それをペレット工場でそのままペレット化するこ

とが可能になることから、ペレット工場の製造過程の一部を省くことができ、また、

その機械も必要がなくなることになります。 

次に、ペレットの民間利用促進の戦略についてですが、個人のペレットストーブ購

入に対する補助による普及事業は、平成 21年度から行っていますが、なかなか広がっ

ていないのが実態です。経済的な優位性が強いとは言えないことに加え、日ごろの手

入れ等も必要であることから、利用促進に向けての戦略は見出せないでおります。脱

炭素世界に向け、公共施設等の利用を推進しながら、また、展示会の実施等により理

解が広がるよう努力してまいりたいと考えております。 

次に、木質バイオマスセンター建設のメリットについてですが、６月号広報に折り

込みのパンフレットにも記載しましたが、目指しているのは、地域内エコシステム、

つまり資源・エネルギー・経済の持続的な地域内循環です。その中で木質バイオマス

センターは、材料の買い入れにおいて、これまで放置されて林地未利用材の買い取り

による林地の持続性の維持や森林所有者への還元、原料を受け取ることによる地域住

民への機運醸成の場づくりを目指すものでありまして、また生産物においては、ペレ

ット原料の安定的供給を基本としながら、燃料用チップや家畜の敷料、暗渠疎水材等

の農畜産用チップの供給、また薪の提供などにより、地域内での消費を進めようとす

るものです。つまり、木質バイオマスセンターは、地域内エコシステムの中心的役割、
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持続的な循環を促す施設となるものでありますので、ご理解をお願いしたいと思いま

す。 

以上です。 

〇議長（鹿中順一君） ８番、高橋剛君。 

〇８番（高橋 剛君） 〔登壇〕 ただいまご答弁いただきまして、これは以前にも

お話しさせていただいたかと思うのですけれども、津別以外の所に住んでおりますと、

「高橋さんの地元はどういう所」と聞かれることが多々あるのですけど、そういうと

きには、私だけじゃなくて、津別で生まれ育った者からすると、大体出てくるのが「緑

豊かで、農地が広くて、そして何といっても津別は木の町です」という答えが出てく

るのではないかなというぐらい、この木材産業というのは、津別町が開町してからず

っと、農業などと並んでずっと続いている津別町の基幹産業の一つなのではないかな

と私は考えております。 

最初、この木質バイオマスセンターをつくるというお話をお伺いした時には、下川

町さんなどが進めておられるような、町の施設のエネルギー供給を行って経費を削減

するという、そういった政策の一貫なのかなと。ただ、そうするとペレットもあるし

なというようなことを考えておりました。下川町さんの政策につきましては、先日、

ＮＨＫでも夕方だったと思うのですけれども特集がされておりまして、その中でも、

確か年間 3,000 万円以上の経費の削減だったと思いますが、そのような効果があると

いうことで放送されておりまして、津別でも同じようなことでやっていくのかなとい

う最初の印象だったのですけれども、今のご答弁をお伺いしていますと、当然、同じ

ように経費の削減効果と効率化ということもあるという感じがいたします。それと打

ち合わせの段階でも少しお話をさせていただいたのですけれども、ご答弁の中にもあ

りました、これまで放置されてきた林地未利用材の買い取りにより、林地の持続性の

維持、森林所有者への還元、機運の醸成ということでご答弁いただきましたけれども、

これは、先ほどの経費を削減というのは、短期的に見た場合のメリットかなと。今、

お話させていただいたようなこと、ご答弁にあったお言葉というのは、長期的に津別

の林産業を守っていく、山を守っていくというような思いがあるのかなということで、

私としては理解をいたしました。そのように考えますと、この政策というのは、町に
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とって、よい影響を多々与える可能性があるのではないかなと私は考えております。 

そこで、幾つか質問をさせていただければと思いますけれども、先ほどもチラッと

申しましたけれども、ペレットが今、組合を中心にございまして、そこに今度バイオ

マスセンターを新しくつくって、そこでチップの製造も始めるということですが、こ

の木質ペレットと、今度新しく開始するチップ、こちらの住み分けというのはどのよ

うに考えていらっしゃるのか、お答えをいただければと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 町長。 

〇町長（佐藤多一君） チップとペレットにそれぞれ特色があるのは見てもご存知か

と思います。まず大きさが違います。大きさが違うということは、保管場所が大きく

なったり小さくなったりという、そういう部分が当然出てきます。それからギュッと

凝縮している関係で、燃料効率の影響が出てきます。私も、これまでも下川町に限ら

ず、全国の中でも例えば紫波町だとか最上町、あるいは２年前には津別町でも開催し

ました木のまちサミットに続いて、２年前に九州の小国町でも木のまちサミットに参

加させていただいた時に、津別と同じように、津別は「つべつウッドロスマルシェ」

という表現をしていますけれども、ほかでは「木の駅」というプロジェクトというの

も使って材料を集めて、チップもつくるしペレットも両方どこの町でも持っています。

用途にあわせてそれぞれ使いこなしているという状況です。ですから津別町が初めて

こういう取り組みをするのではなくて、木を中心として生きてきている町は、もう既

に先進的にさまざまな取り組みがされています。そういったことを少し後からついて

いく形になりますけれども、津別町もそれを進めていきたいということで、ペレット

のよさとチップのよさ、両方をかみ合わせながら進めていくということで今やってい

るところです。もう一つ大きく忘れてはならないことは、下川町さんでも強く言って

おりますけれども、ＳＤＧＳの取り組みの一つであります。17のゴールがありますけれ

ども、そのうちの７番目のエネルギーの関係のゴールに向かってのあるということを

我々も認識しながら進めているところですので、ご了解よろしくお願いしたいと思い

ます。 

〇議長（鹿中順一君） ８番、高橋剛君。 

〇８番（高橋 剛君） 〔登壇〕 ＳＤＧＳについては、また後でちょっと触れようか
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なと思っていたのですが、先に町長のほうからお話しいただきまして、ＳＤＧＳについ

て言えば、ＮＨＫのホームページのＳＤＧＳの解説なんですけど、そこで先ほどもお話

ししました下川町さんの例が出ていますので、ご紹介させていただこうかなと思って

持ってきたのですが、ホームページからなんですけれど、自治体の例では、北海道の

下川町では、林業の衰退で未利用になった木材をバイオマス燃料として活用し、地域

の熱供給の半分以上を賄えるようになるとともに、発電して売電収入も得て、雇用や

過疎化対策にもつなげています。これは、７番のエネルギー、８番、雇用と経済成長、

11番、住み続けられるまちづくり、13番、気候変動、15番、森林保全といった複数の

目標の同時解決を目指す取り組みと言えるということで解説がございました。津別で

も同じような取り組みですので、津別がこの事業を進めていけば、同じようにＳＤＧＳ

非常に貢献できるものと私も考えておりますし、政策としても非常によろしいのでは

ないかなと思っております。 

そこで、中身でそうするともう一つ疑問になってくるのが、当然、生産量というの

が増えていくのかなという思いがございます。その場合、先ほどのご答弁にもござい

ましたけれども概要版、こちらの報告書ですけれども、こちらのほうでも原材料とし

ては、どんころ、それと枝条ということでございました。バイオマスですから、バイ

オマスは従来捨てられていた無価値のものに価値を見出して利用する、価値を付加し

て利用するということだと私は認識しております。木質バイオマスですと具体的には

木材工芸のときに生じる木くずですとか、家屋の解体時に出る梁や柱、こういったも

のが今まで全部捨てられていたんだけれども、それをバイオマスとして活用していく

ということかなと思います。先ほども言いましたどんころですとか、枝条に関しまし

ては、山で働いていらっしゃる方にもお伺いしたのですけれども、昔は谷地にどんこ

ろを捨てていたと、そういったようなお話も聞きますので、まさに木質バイオマスの

立派な原料であることは間違いないと思います。 

そこで、このどんころとか枝条なんですけれども、こちらのほうの量というのは十

分に集まっているのでしょうか。また、将来的にも供給量は安定して大丈夫というこ

とが言えるのかどうか、今の時点でのお考えをお聞かせいただければと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 町長。 
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〇町長（佐藤多一君） まず、この取り組みが、もとを正せば平成 19年ですから、ち

ょうど私、平成 18年、前の年の 12月に町長になりましたけれども、翌年の平成 19年

度に津別町バイオマスタウン構想というのを作成しております。あわせてその時に、

京都議定書に基づきまして、津別町地域温暖化対策実行計画というのをその時に同時

につくっています。そこでＣＯ２をできる限り削減していこうということで、数字的に

は例えば役場の車何かもハイブリッドに変えていったりとか、それまでの燃料をペレ

ットに変えていったりとか、さまざまなことで京都議定書の数値というのは早々とク

リアしている状況にあります。その後、平成 21年には、先ほど言いましたとおりペレ

ットの協同組合ができまして、その製造施設は町のほうでも整備しておりますけれど

も、そこでペレットをつくって、あわせて町民にもペレットストーブの支援をすると

いう形でぜひ使ってくださいということで始めたところです。その後、平成 24年に津

別町の森林バイオマス熱電利用構想というのをつくりまして、これは丸玉さんの熱を

何とか活用できないかということで取り組みを進めてきた経過もあります。その後、

翌年の平成 25 年には、環境基本計画を作成いたしまして、そして平成 27 年には津別

町モデル地域創生プランをつくりました。これを元に、第６次の総合計画だとか、あ

るいは環境基本計画に具体的実行プランとしてさまざま載せていると。その流れの中

で、今、地域内エコシステムのモデル事業というのを林野庁の補助をまた活用してい

ただいて、建物も含めてそういう基地づくりを初めていくということです。これは既

に動いていますペレット協同組合がありますので、そことの関連性もしっかり持ちな

がら進めてまいりたいというふうに思っているところです。昨年、このモデル事業を

活用しながら、ご承知の現地視察も行っておりますけれども、本岐の元の中学校の所

のグラウンドを活用して林地未利用材の収集を行って、今 300 立方が集まっていると

いうふうに聞いているところです。これから具体的に木の駅と言いますか、ウッドロ

スマルシェというものができてくれば、そこに行けば買ってもらえますので、今度、

個人でも軽トラか何かに積んで、不要になったものを持ってきたりとか、そういうこ

とでも集まってくるだろうと想定されていますので、そして国有林あるいは道有林の

中に未利用材もありますし、それから伐採する上で不必要な部分がそのまま捨てられ

たりもしますので、それらを合理的に収集できる方法ということで、これも地元の建
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設会社の方で機械を購入したりしておりますので、さまざまな協議会は、全部、地元

の業者も全て入ったり、それから道の機関も入ったりということで、総合的にいろい

ろ検討がなされていますので、いよいよそれを建築する段階に今入ってきたという状

況であります。 

〇議長（鹿中順一君） ８番、高橋剛君。 

〇８番（高橋 剛君） 〔登壇〕 わかりました。今のところ 300 立方確保している

状態で、しかも、それをこれからも別な形でも利用していくというようなことで、い

けるのではないかということで理解をいたしました。 

次に、２番に関連してなんですけれども、利用者の側に立って少し質問をさせてい

ただければなと思うのですけれども、津別町ではペレットストーブの購入の助成制度

がございます。それで資料のほうを見させていただければ、平成 21年に始まって、令

和２年までで全部で 22 ということで、少なくはないのかなとは思うのですけれども、

残念ながら、ここ２年ほどこの補助制度の利用がないと。これはなぜと言いますか、

やはり民間の利用が進まないと消費のほうが進んでいかないと供給のほうを充実させ

てもなかなか広がっていかないのではないかなと思いますので、この２番の質問をさ

せていただいて、今、全然広がっていない状態なので、何か戦略はございますかとい

うことでお伺いをいたしました。そうしますと、展示会等ということで知っていただ

くという機会を増やすと、これももちろん一つの手だと思います。私も個人的に考え

させていただいて、何かいい手がないかなと思っていたのですけれども、個人的に、

今、私も灯油ですけれども、灯油から変わったときに何が大変かなというと、ペレッ

トにしろチップにしろ、置いておく場所だったりとか、あとは必要な分を家の中にそ

れを持って行って袋から入れるとか、そういうことを全部ずっとしなきゃいけないと

いうことが１番大変なのかなと。あと個人的には、朝、寒い中、火をつけるというの

が大変なのかなと思ったりもいたしました。そうすると、そういうお話をしていると、

この間、今の新しいのは、朝、自動的につけてくれるような機能もついている機種も

あるということでチラッとお話をお伺いしたのですけれども、そういったような、今

だったらペレットストーブでもこういうことができますというような紹介を積極的に

町民に向けてやっていってもいいのではないかなと思います。そういうことも例えば
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ですけれども広報で今だったらこういう機能がついていますという、そういうのを紹

介するとか、そういったようなことがあってもいいのかなと私は思います。それに関

して、一つの広報の戦略として、町としてどのようにお考えになっているのかお聞か

せいただければと思います。 

また、事業者向けなんですけれども、木質ボイラーの導入可能調査を２年ぐらい前

からやられているかと思います。報告書のほうにも導入の可能性を令和元年に探って

令和２年、2020 年、導入可能性の精度向上を行いました。令和３年、今年ですけれど

も関係各位と合意形成を図りながら導入に向けた準備を予定していますということで

書かれているのですが、こちらが企業向けというかそういう形だと思うのですけれど

も、その辺の今までやってみた感触というか、進捗状況というのはどうなっているの

か、あわせてお答えをいただければと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 町長。 

〇町長（佐藤多一君） ＰＲの関係ですけれども、平成 21年から始まりまして、事業

所も含めますと 38台導入されているところです。ですけれども年間でいけば、１年間

に３台導入されたのが１番多くて、あとは１台というようなことが中心になっていま

すけども、平成 21年から見ると、ペレットストーブの性能も随分上がってきていると

思います。以前、業者のほうで発表会を津別でもして、こういうものがあるというこ

とで、輸入物が中心でしたけれどもありました。非常に色鮮やかなやつもあれば、さ

まざまな形のいいものもあったりしますけれども、それ以降、またいろいろ技術も進

んでいると思いますので、とりあえず、まず、こういうものが新規に技術改善がされ

ているということは、現物を見るほうが、たくさんの会社から来るということにはな

かなかならないかと思いますけれども、そういうことをとりあえずやってみようとい

うことで、これは確か決算特別委員会でもお話ししたかと思いますけれども、そのよ

うなことをやっていきたいと思っています。 

また、広報でもずっと流して、助成制度の記事も載せたりとか、あるいはタウンニ

ュースつべつでも紹介をしておりますけれども、そういう映像のところも中心に進め

ていければと思っています。 

ただやっぱり思うのは、ペレットストーブを使うとなると、やはり新築に際してス
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ペースをしっかり取って、ペレットの置き場所も含めて、それからストーブもやや大

きめになってきますので、そういう構造的なものをしっかりその家の中で初めから設

計されていないと、なかなか後からつけるということになると、ちょっと難しいかな

というふうにも思ったりしていますけれども、今の時代の流れの中を見ていくと、新

築というのが非常に人口減少もありますけれども少なくなってきています。過去の数

字をずっと見ていくと２桁、それも十幾つとかではなくて二十何軒、三十何軒何てい

う単位で家が建っていた時代もありますけれども、そういう状況にはありません。む

しろ賃貸がだんだん進んでいくような世の中の流れになって、要は、ローンで自分の

一生をそれで縛られたくないという、そういう流れもやっぱり一つにはあるのではな

いかと思ったりしているところですけれども、そういう中でも、こういうＳＤＧＳのも

のの考え方だとか、それからもっと平たく言えば地球温暖化に自分のできる範囲の中

で何とか対応していこうとか、そう思っている方たちもいることは事実ですので、そ

ういうところの方たちにまた使っていただきながら、そこからもまた発信をしていた

だくようなことを進めてまいりたいなと思っています。 

また、調査の関係ですけれども、これは木材工芸館のキノスとランプの宿森つべつ

に導入できるかどうかということで調査を行って、キノスについては可能ということ

になって、ご承知のとおりこれから導入する運びとなっているところですけれども、

ランプの宿については、施設が旧館、新館とか形の問題とかで非常に複雑になってい

て、なかなか専門の調査結果によると、置き場所も含めてちょっと厳しいですねとい

うお話を受けているところです。ですから、これからもまちなか再生等々もあります

ので、可能な限りチップが導入できるような設計にならないか進めていくのは当然で

ありますけれども、あわせて農業分野でもチップそのものが燃料だけではなくて、ほ

かの用途としてもたくさん使い道がありますので、そこの拡大も進めていきたいと思

いますし、それがよその町や市にも販売できれば、それに越したことはありませんの

で、そういう形で進めてまいりたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） ８番、高橋剛君。 

〇８番（高橋 剛君） 〔登壇〕 わかりました。キノスのほうは導入で、森つべつ

のほうは残念ながらということで、先ほども言いましたけれども、民間の利用がどん
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どん進んでいけば、それに伴って生産量等も増えていくのかなという気もいたします

し、それと先ほどご答弁の中にあまり優位性がないということでご答弁が一部、まあ

経済的な優位性が強いとは言えないということでご答弁いただいたのですけれども、

これはどうしても対灯油ということになると、いろんな世界的な原油の動きとか、そ

ういったものにも左右されますので、ただ、ぜひこれが進んでいければいいなと思い

ますし、また、これは例えばですけれども森林環境譲与税ですとか、これの活用です

とか、あとは生産量を増やすことによってコストの削減ですとか、これからそういっ

たようなことがもし起きれば、さらに経済的な優位というのもペレットを保てる可能

性もございますし、その辺もご検討いただければなというのが私の意見でございます。 

次に、運営について少しお伺いさせていただければと思うのですが、これを見ます

と先ほどからお話もございますが、バイオマスセンターはどうしても収集ですとか加

工ですとか販売、販売するには営業とかも必要なのかなと思ったりもするのですけれ

ども、そうすると組織的にそこそこ人がいたりとか、組織的にある程度の大きさがな

いと難しいのかなと思うんですが、運営というのはどこが担われる予定になっており

ますでしょうか。 

また、それの資金、こちらのほうもどのように、今、決定ではないと思いますので、

今の段階でどのようになっているのかお教えいただければと思います。こちらのほう

の報告書の中にも、これを運営するのが津別町再生可能エネルギーマネジメントセン

ターであり、公民連携の組織を目指していますということで書いてはあるのですが、

具体的な記述がなかったのですけれども、今の段階でということで、組織と資金面、

これはどういう負担になるのかお教えいただければと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 町長。 

〇町長（佐藤多一君） 現段階では、ご承知のとおりペレット協同組合、林業関係、

それから建設関係の方たちでつくっている組織がありますけれども、平成 27年度から

配当もできるような組織にまで成長してきております。ここが全てペレットの営業も

含めてやって、実績のあるところですので、ここと協議をさせていただいているとい

う状況であります。 

建設費については、ペレット協同組合のときもそうでしたけれども、機械類、建物
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はあるものを使いましたけれども、中の機械等については町のほうで購入してきてお

りますので、同じようにバイオマスセンターにつきましても建設は補助事業を使って

建設をしていく予定としています。あとの運営については、新しい組織の中で進めて

いくという形になると思います。 

〇議長（鹿中順一君） ８番、高橋剛君。 

〇８番（高橋 剛君） 〔登壇〕 わかりました。運営に関しては、資金もそうでし

ょうけれども、まだ話し合いの余地というのはあると思いますし、今後も変わると思

いますので、関係各位の皆さまが１番働きやすい、そういったような組織、そして先

ほどの渡邊議員の一般質問ではないですけれども、独立独歩でやっていけることがで

きるような組織というかそういったような数字が残っていければ、非常に町としても

ありがたいお話なのではないかなと思いますので、これに関してはよろしくお願いを

したいと思います。 

それと、次はちょっと提案させていただければと思うのですけれども、先ほど何度

か下川町さんの例も出したのですけれども、この取り組みというのはＳＤＧＳの観点か

らいっても、つまりエコロジーの観点からいっても、移住等の政策からいっても、こ

れをやっていることを対外的に発信するメリットは、私は大きいと思っています。こ

れは、町外に私は積極的にアピールをすることによって、対外的なイメージと知名度

を津別町は上げることができる可能性があると思っています。ですから、私もそうで

すけれども機会をとらえて、ぜひともこれを町外に積極的に町としても発信していた

だきたいと私は考えております。それに関して、町長のお考えはいかがでしょうか。 

〇議長（鹿中順一君） 町長。 

〇町長（佐藤多一君） 高橋議員おっしゃるとおり、まさしくこういった事業という

のは、これから地球を守るというか、自分、人間がずっと生活できるような環境を維

持していくというためには必要なことであろうと思っています。日本は今、人口はど

んどん減っていっている状態ですけれども、世界規模で見ると人口は限りなく増えて

いっています。人間が増えるということは、吐く二酸化炭素もそれだけ多くなってく

るということですから、それをどんな形かで吸収したりとか削減していかないと息が

吸えなくなるようなそういうことにもなってまいりますので、そういう意味では、や
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はりそれに対応するＳＤＧＳの一つの取り組みとして本町も進めているということは、

やっぱりＰＲすべきだろうと思います。 

また２週間ぐらい前、日曜日の夜に、東京で「カガリ火」という地域おこしの雑誌

があるのですけれども、そこから要請がありまして、北海道の首長の意見交換会をや

りたいということでＷＥＢでやりました。夜に来て、私も町長室で、私の所もＷＥＢ

環境が整いましたので参加させていただきました。その中で、下川町の谷町長も参加

しておりましたけれども、そこからも、今、下川町とニセコ町でＳＤＧＳの取り組みの

一環を認定を受けておりますけれども、そういったことをぜひほかの町も一緒に仲間

に入ってやりませんかという声掛けもいただいたところでありますので、今まで下川

町さんともお付き合いは久しくさせていただいておりますので、さらに、そういうあ

る意味先輩ですので、そういう所ともさらに深くつながりを持ちながら、一緒にでき

ることはやって、そして、そのことを皆さんに伝えて、そこでおもしろいことをやっ

ているなということでまた来ていただけるように、移住していただけるような、そん

な町になっていくような努力はしていきたいと考えております。 

〇議長（鹿中順一君） ８番、高橋剛君。 

〇８番（高橋 剛君） 〔登壇〕 質問は以上になります。 

最後ですけれども、今日の１日のまとめといたしましては、単体でこの事業を考え

た場合でも、これを進めることによって短期的には公的な施設のランニングコストを

下げるという効果が期待でき、長期的には、津別の山々の保全・維持ができ、それが

利益として森林関係者に回すことができる。対外的には、津別町の取り組みというか、

津別はこういう町ですというのを誇って、胸を張って対外的にアピールすることもで

きる。私は非常によい政策なのではないかなと思っています。 

ただ、建設費用だけでいうと、概算ですけれども、今のところ全部合わせて４億 3,670

万円ということで数字は出ておりますけれども、先ほど言った短期的な利益を考えた

場合だけでも、それを 10年間続ければ、ほぼ建設費用をペイしちゃうんじゃないかな

というのもありますし、私は建設費用を考えても非常にいい政策なのではないかなと

思っております。先ほども言いましたが、個人的にも機会があれば、津別町のプラス

の面で、うちの町はこういうのをやっていますということで発信をしていきたいと思
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います。ということで私の一般質問を終わりたいと思いますが、最後に町長、何か一

言あればお願いをしたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 町長。 

〇町長（佐藤多一君） 今、ずっとお話をしてきたところであります。長い意味では、

やっぱり省エネという形で言っていますけれども、それはある種コストの削減という

か、そういうことで進んできた経過もありますけれども、そうではなくて、もっと大

義名分と言いますか地球温暖化対策ということで、そういう意味合いでもしっかりも

って進むべきだろうと思います。 

議員ももしかして読んだかもしれませんけど、今ベストセラーになっている本に人

新生の資本論というのがありますけども、この間ＢＳでもその本を中心に議論がされ

ておりましたけれども、やっぱりエネルギーの消費そのものも抑えていかないと、こ

の先、やはり大変なことになることが書かれております。例えば車なんかも燃費をよ

くする努力をずっとしてきて、昔だったら、僕は 20代ぐらいの時だったら、軽自動車

でリッター17、８キロ走ればすごいなというふうに思っていたのですけれども、今は

楽に 30キロなんて燃費がよくなっています。ハイブリッドなんてもっとそうなってい

ますけど、ところで一方で、そういう燃料の部分でいけば、かなり削減されてきてい

るのですけれども、一方でまたＳＵＶだとか車自体が大型化していって、そして電気

だとか燃料がさらに多く使われている、それを絶対量を少なくしなきゃ、これは技術

革新をしていても、その部分をまた別の分野で使っていくということになると、いつ

までたっても物事が進まないという状況になりますので、津別の場合は森林というと

ころがもつ特殊性に着目して取り組みを進めていこうというふうに考えていますので、

まず一つずつ歩みを進めながら、対応をしていくことしか正直できませんので、それ

を一つ一つ進めてまいりたいと思いますので、ご協力のほどよろしくお願いしたいと

思います。 

〇議長（鹿中順一君） 暫時休憩をします。 

 

             休憩 午後 ２時 44分 

             再開 午後 ３時 00分 
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〇議長（鹿中順一君） 休憩を閉じ再開します。 

次に、９番、山内彬君。 

〇９番（山内 彬君） 〔登壇〕 それでは、先に通告をしておりました質問につき

まして、よろしくお願いしたいと思います。 

 新庁舎建設についてでございますが、平成 30年６月に設置されました「津別町庁舎

等建設審議会」に諮問され、町民の意見を取り入れ基本構想・基本計画は完成してお

ります。 

 設計業務の事業者を決定し、町民説明会、建設審議会、議会特別委員会等で検討さ

れ、基本計画及び実施設計を完了、令和元年 11月に建設工事が始まり、日々工事が進

行している状況を町民の皆さまは期待を膨らませ、新庁舎の完成を待ち望んでおられ

たものであります。 

 連休明けの５月に新庁舎に旧庁舎から移りまして供用開始となりました。多くの皆

さまが期待をしておりましたが、１階全体の執務室含めて暗いイメージ、特に執務室

で働いております職員の様子がはっきりと見えないなど、町民の多くの皆さまが暗い

と、新庁舎の印象が悪いものに現在なっております。 

 そこで、次の点につきましてお伺いいたします。 

 １点目、新庁舎の執務室等の照明と窓の採光及び屋上にありますハイサイドライト

について、どのような設計で考えられたのか。 

 ２点目、職員の執務や町民の利用環境は快適で創造性が高い空間とするための、特

に公共施設につきましては、照明設備が重要視されているところであります。設計段

階で省エネルギー性との両立の検討をされたようでありますが、どうであったのかお

伺いをしたいと思います。 

 ３点目、このように暗い執務室、特に１階につきまして必要照度が確保できるよう

照明設備の改善を図るべきではないかと思います。 

 この３点につきましてお伺いしたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 山内君の質問に対して理事者の答弁を求めます。 

 町長。 

〇町長（佐藤多一君） それでは、新庁舎執務室の照明改善についてお答えを申し上
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げます。 

 はじめに、新庁舎の執務室等の照明と窓の採光及びハイサイドライトの設計につい

てでありますけれども、照明に関しましては、ＪＩＳ基準に基づき設計されています。

ちなみに基準では 300 から 750 ルクスとされており、執務空間は位置により異なりま

すが、天井照明だけでも 300 ルクス以上を確保しています。また、製図などの細かな

作業では 750 ルクスが推奨されていますことから、事務室各席にはデスクライトを設

置しています。 

 このような照明システムは、「タスク・アンビエント照明」と言い、基本的には天井

照明からの照度を少し落とし、デスクライトで必要照度を確保するといった考え方で

あり、欧米ではオフィス空間の照明として主流になっています。国内においても、庁

舎に採用される事例が増えており、最近では芽室町などでも新庁舎にこのような方式

が導入されているところです。 

 採光については、庁舎の全外周面に天上まで達する窓を設け、太陽高度の高い夏季

の直射日光をカットする役割を持つ大きなひさしを設けており、旧庁舎では季節を問

わず日中は、ほぼブラインドを下したままでしたが、新庁舎では、ほぼ上げたままの

状態となっています。 

 また、ハイサイドライトは、日中の照明負荷軽減と換気の役割を担っており、特に

２階の執務スペースは、日中はデスクライトを使わなくても十分な照度が保たれてい

ます。照明、採光において照明負荷はもちろんですが、換気負担、冷暖房負荷もあわ

せて軽減させようとするものであり、積極的に省エネルギー性能向上を目指した設計

となっています。 

 次に、職員の執務や町民の利用環境と省エネルギー性を両立させる検討についてで

すが、省エネルギー性については先に述べたとおりですが、快適性を測る指標は照明

だけに限らず、温度環境、湿度環境、音環境など多岐にわたります。照明はその一つ

であり、測る指標も、光度、光束、照度、輝度、高速発散度、色温度があります。新

庁舎の建築にあたっては、設計者に対して当然ながら快適性能についても伝えており、

本庁舎がその回答ととらえているところであります。 

 次に、必要照度を確保する照明設備の改善についてですが、必要照度は、照度検査
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において確認しています。照度とは、水平面での光の当たりぐあいを測ったもので、

設計と施工段階で照度分布図を作成し、シミュレーションを行いながら確認しており

ます。 

 議員の言われる「暗いイメージ」は、内装色からの印象もあるかと思いますが、採

用した「タスク・アンビエント照明」は、経済産業省が普及を進めている照明システ

ムでもあり、建物全体を明るくするという考えではありません。町民から尋ねられた

折には、世の中の動きや設計の考え方について都度お伝えしていきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

〇議長（鹿中順一君） ９番、山内彬君。 

〇９番（山内 彬君） 〔登壇〕 １点目のお答えでございますが、設計で国の基準

に基づいてやられていると。お答えでは 300 から 750 ルクスと今お答えをいただいた

ところなのですが、国が奨励する照度によりますと 500 から 750 ルクスが適正という

ふうにいわれております。この天井照明だけで 300 ルクスを確保している。どれぐら

いの明るさかと申し上げますと、都会でいう商店街のアーケードを想像してみていた

だければわかると思いますが、あそこの中の照度が約 300 ルクス、皆さん、そういう

アーケードの下を通られたことがあると思いますが、恐らく字を読むことはなかなか

難しいと、暗いイメージになるのは当然だと思います。携帯ぐらいが読めるのかなと、

そういう状況の 300 ルクスを確保しているからいいんだというようなお答えでござい

ますが、この暗いイメージというのはお答えの中で述べられておりますが、やはり町

民が使う公共空間、職員が長時間働く場、そこを考えたときに、この 300 ルクスでよ

かったのかどうか、大体奨励されている照度では 500 から 750 ルクスが適正だと一応

示されているところです。そういうことで設計されたというお答えをいただいており

ますが、町長に１階の執務室で働いている職員が、デスクの上にデスクライトをとも

して仕事をしていると、なければ仕事にならないという感じだと思います。この異様

な状況でいいんだと、流行りかどうかわかりませんが、私と町長の感じるのは同じだ

と思います。町長は明るく見えるわけではないと思いますけれども、それあたり照度

についての判断について再度お伺いをしたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 町長。 
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〇町長（佐藤多一君） 先ほど申しましたとおり、今、経済産業省あるいは環境省で

は「あかり未来計画」というものがつくられています。そういうことを設計会社が当

然承知の話ですので、時代にあった照明設計を今されているところです。このタスク・

アンビエント照明というのは、昔でいけば上の所に 750 ルクスを用意して、それで全

部カバーして、そして仕事をしたり、そういう空間があったのですけれども、今欧米

も含めて一般的になっているこの照明方式というのは、上を 300 ルクス、そして手元

を 750ルクスにするという照明の仕方です。これもＳＤＧＳのものの考え方が出てきて

いるわけなんです。それを今、時代背景の中で津別町役場もそういう形で設計されて

きていますし、たまたまここを設計した会社というのは、芽室町さんも一歩早くオー

プンしていますし、それからニセコ町さんもそうですし、そして今、これから小清水

町さんも同じ設計会社がやるということになって聞いておりますけれども、こういう

照明方式は、これからどんどん一般化してくるというふうに思います。議員も私も 70

歳ですので、昔の照明、昭和の時代のことを思うと何となく上が明るくないと落ち着

かないというのもありますけれども、多分、バブルのところぐらいまでは、そんな感

覚というのはあったのでしょうけども、やはりそれ以降は厳しい経済状況の中で省エ

ネというのがコストカットの役割を果たしていたかと思いますけれども、今の時代は、

やはりＳＤＧＳのものの考え方で、地球の温暖化対策ということで進められているとい

うふうに考えておりますので、その一端として、ある意味ではここは最先端の照明、

今の時代の流れのシステムになっているということをご理解いただきたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） ９番、山内彬君。 

〇９番（山内 彬君） 〔登壇〕 町長のお答えはもっともらしいのですけども、そ

れじゃあ役場庁舎に入られて用事のある町民、来客、町外の来客を含めて皆さんが暗

いというふうに感じて、なぜ暗いのですかと、ほとんどそういう答えだというふうに

思います。会社の事務室であれば町長の答えるような考え方でもよろしいかと思いま

すけども、やはり役場の庁舎という公共施設の目的をそこに加味しなければ、省エネ

という形で職員の事務の机上にデスクライトを置くと、かつ町民の窓口のカウンター

でさえ職員がデスクライトを持って来て対応をすると、こういう役場というのはだれ

も想像していなかったと思いますけども、多分、私の推測するところでは設計の段階
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で大丈夫だという計算が出たかと思いますが、実際に出来上がると違っていたという

ことではないかと思います。 

 ２番目になりますけども、お答えいただいたのですけども、職員が特に１階なので

すけども、町民の皆さんが暗いという感じ方、職員はどういうふうに感じているか、

職員のほうから町長に改善の申し出があったかどうかはわかりませんけども、職員に

ついては、町長に対して改善してほしいと、そういう声があったのかどうかお伺いし

たいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 町長。 

〇町長（佐藤多一君） 私のほうから先に、私のほうには職員から要望はありません。

あるとすれば労働組合を通じて正式な文章が出てくるかと思いますけれども、そうい

うことは一切ありません。ただ、総務課長のほうにあるかどうかまではまだ承知して

おりませんので、あれば発言してもらいたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 総務課長。 

〇総務課長（近野幸彦君） 庁舎が５月に開庁して、今６月です。組合交渉等もない

段階ですけども、ご存知のとおり旧庁舎もまだ建ったままですし、あれがなくなれば

光の入り方も大分変わってくるのかなと思いますし、あとそれぞれの体の慣れという

ものもありますし、今まで周りの環境、周りが今までにない木でつくられていると、

木の色が白いライトからちょっと黄色っぽいライトに変わったということで、手の面

ではそれなりの光があっても感じ方というのは慣れが必要なのかなということもあり

ますので、もう少し様子を見ながら職員からは声を聞いていきたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） ９番、山内彬君。 

〇９番（山内 彬君） 〔登壇〕 今、総務課長からお答えをいただいたのですけれ

ども、職員組合のほうからそういう申し入れがあったと。ということは働いている職

員がそういうふうに感じるわけですから、デスクの上にライトをつけていても、おそ

らく仕事しづらいというか、そういう感じで町長のほうに申し入れたのではないかと

思います。それでなかったら労働組合も机の上が明るくて仕事が満足であれば、そん

な申し出は出ないと思います。そうでないですか。何でもなかったら、多分、労働組

合もこれでいいと。そういうことで、今、総務課長が旧庁舎を解体したら少し明るく
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なるのではないかと、これは副町長も前にちょっと言っていましたけども、これはあ

まり影響がないと思います。これは町民の特に高齢化が進んで、町の窓口のカウンタ

ーに来て弱視の方だとか、緑内障だとか白内障だとか、そういう障がいを持っている

方も結構多いというふうに聞いておりまして、その中の方に聞いたのですけども、ほ

とんど暗くてわからないと、読めないと。要するに窓口の案内のサインでさえ読めな

いと実際に言っています。そういう庁舎で町長いいのですか。お答えいただきたいと

思います。 

〇議長（鹿中順一君） 総務課長。 

〇総務課長（近野幸彦君） ちょっと先ほどのもので、職員側から申し出は今のとこ

ろないということで答えさせていただきました。 

〇議長（鹿中順一君） 町長。 

〇町長（佐藤多一君） 今ちょうどお話ししようと思ったのですけども、課長のほう

からもあったとおり、そういう申し入れは今のところないということでお話ししたの

ですけど、あったということでまたご質問があったのですけれども、現在のところあ

りません。今、総務課長も言いましたとおり、多分、旧庁舎が壊れると多少変化も出

てくると思います。副町長も私もすぐ向かいが旧庁舎で町長室・副町長室でした。新

しい庁舎がすぐ目の前にどんどん建っていって、全く日が入ってこなくなって、ずっ

と電気をつけて、そして風も入ってこないものですから、逆に夏は大変涼しい状態で

ありましたけれども、そういったことも１年半ぐらい経験しておりますので、変化は

確かにあるというふうに思います。それほどやはり言われる状況にもないのかなとい

うふうにも認識しております。一定の基準にＪＩＳ基準にあわせた採光はしっかりと

れておりますので、そこのところは、それに設計会社にクレームをつけるとか、そう

いうことにはなっていかないと考えております。これは照明のパターンが時代の変化

とともにあわせて設計しているということをご理解していただきたいと思いますし、

そういうことで、確かに来られる町民の中で感じる方もいるかと思いますけども、そ

れは最初の答弁でも申しましたとおり設計の意図だとか、それから時代の流れだとか、

それは理解していただくということでお話をさせていただきたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） ９番、山内彬君。 
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〇９番（山内 彬君） 〔登壇〕 先ほどＪＩＳの基準で、基準として 500 から 750

ルクスが適切だというふうに私は申し上げたのですけども、お答えでは 300 ルクスと

いうことで最低の基準ということになります。一つは１階の天井の仕上げ材がまず暗

い、それと、この議事堂と同じような照明器具で球の種類がちょっと違うと、そうい

うものを通常では事務室には使わないと。美幌、北見だとか、新しい庁舎を私は見た

のですけども、ほとんど直管、アンビエント照明はＬＥＤの直管を使って事務室の明

るさを保っていると。 

うちの庁舎に入ると、どこかのスナックに入ったような感じで薄暗くて、天井の照

明自体、そのように設計された趣旨がよくわかりませんけども、それをよしとするト

ップの町長もはじめからわかっていたのかどうかわかりませんけども、やはり先ほど

から申し上げているとおり、働いている人の環境だとか、それから多くの町民の皆さ

んが利用する空間をある程度明るくて、ある程度職員の顔も見えるそういう庁舎でな

ければならないのではないかと思いますけども、それあたりについて町長が一貫とし

て先ほどのお答えて通すのであれば、そういうふうに感じているのであればしょうが

ないのですけども、やはりそういうふうに改善するものはしていかなければ、町長は

役場庁舎を建てる時に 100 年もたせると。要するに 100 年間、執務室を使うというこ

とになると。それでよろしいのかどうか、再々確認ですけども私もいろいろ町民の皆

さんに聞かれるのですけども、こういうお答えが町からきたと言わざるを得ませんの

で、再度お聞きをしたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 町長。 

〇町長（佐藤多一君） 何度もお答えしていますとおりタスク・アンビエント照明と

いうシステムを導入したということであります。この照明のシステムについては、経

済産業省が推奨している照明のあり方ですし、環境省もあかり未来計画の中で少しで

もエネルギーを縮小させていくということで、全国的に進めようとしている計画であ

ります。これは平成 24年から進められている計画ですので、それに基づいて町もその

対応をして進めているということですので、これは理解していただけるかどうかとい

うのは、その都度ご質問があればお答えをしていくという以外にないのではないかな

と思っております。 
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〇議長（鹿中順一君） ９番、山内彬君。 

〇９番（山内 彬君） 〔登壇〕 町長は、多分、技術屋の話を聞いて答えているの

ではないかと思いますけども、このまま 100 年間使うということを町長は考えている

と、新しい庁舎は 100 年使うということで、計画段階で言われているところです。そ

れでは、先ほど総務課長に組合からの正式な申し入れではないのですけども、職員が

このような状態で長期間働いてストレスがたまってうつ状態になるとか、視力が落ち

るとか、そういう健康に害が出た場合に町長が責任をとるということでいいですか。 

〇議長（鹿中順一君） 町長。 

〇町長（佐藤多一君） 個々の照明というのは 750 ルクス確保できているんです。上

にあるよりも、もっとこのほうが明るいんです、事務をやるには。そういう環境をし

っかり整えているということですので、そのことによって今議員がおっしゃるような

状況になるというのはちょっと考えづらいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） ９番、山内彬君。 

〇９番（山内 彬君） 〔登壇〕 町長、それだったら職員に聞いてみたらいいと思

います、１階で働いている職員に、一人一人に聞いたわけではないでしょうね、ただ

自分で感じている、技術屋の話を聞いてそういうふうに感じて答えていると。それで

は下で働いている職員に聞いてみてください。快適な環境で仕事をしているのか違う

のか、暗いのか、やりづらいのか、いろいろあると思います。そこをきちっと把握す

る必要性があるのではないかと言っているのです。ですから、このまま使うとおそら

く健康に害が出る職員が出てくるのではないかと心配しているわけです。町長、副町

長は環境の一番いい場所で仕事をしているからあまり感じないと思うのですけども、

職員と同じ暗い 300 ルクスでデスクスタンドを立てて一定期間仕事をしてみていただ

きたいと思います。どう思うのか、いいねと感じるのかそこだと思います。やはり職

員が働きやすいものを町長が守る、そういうリーダーでないとおかしいと思います。

そのことについて考えが変わっていなければしょうがないのですけども、今後そうい

うこともいろいろ調べて見直すという考えが少しでもあるのか、お伺いしたいと思い

ます。 

〇議長（鹿中順一君） 副町長。 
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〇副町長（伊藤泰広君） 私は職員の安全衛生委員会の安全衛生管理者という形の立

場にいます。職務環境につきましては、何かありましたらそちらのほうで定期的に協

議会をもっていますので、もちろんその中には組合の方もいますので、そこでは確認

をとっていきたいと思います。 

ただ、先ほど町長室、副町長室は明るくていいでしょうという話があったのですが、

半面これはとある大学の研究結果ですけれども、今ＶＤＴ操作が多くなってきました

ので、周りがあまり明る過ぎるとＶＤＴ、輝度を上げないと操作しにくいというもの

がありまして、それが目に非常に負担をかけるという話がありまして、そういう意味

では全体の明るさを少し抑えてＶＤＴの輝度を抑えるというほうが目にはいい、あと

精神的にもいいというのがありますので、その辺も実際建って、移ってからそんなに

たっていませんので、その辺の検証もしながら安全衛生委員会の中では、それが正し

い明るさなのかどうかというのを検証していきたいと思いますので、その辺を私のほ

うから答弁させていただきます。 

〇議長（鹿中順一君） ９番、山内彬君。 

〇９番（山内 彬君） 〔登壇〕 できたばかりで、それぞれ総務課長ではないけど

急に環境が変わったせいもあるのではないかと、いろいろあると思いますけども、も

う１カ月たつと、それ以上たって、まだ町民含めて職員もそういうふうに感じている

と思いますので、ぜひそのあたり間違っているものは改善するとか、そういう気持ち

を持たなければ、この先、職員が意欲的に仕事をするとかそういうものが低下するの

ではないかと思います。 

それから、先ほどカウンターの所の明るさの問題について、職員がいきなりスタン

ドを持ってきて、これで読んでくださいとか、そういう対応をする窓口というのはほ

とんどないと思うのですけども、やはり、できれば速やかにカウンターの上辺り、あ

る程度お客さんがそこで出された文章をパッと読めるとか、そういうきちっとした対

応をすべきだと思います。 

それから、これも新しい庁舎ですので掲示物何かは指定されて１カ所ぐらいあるの

ではないかと思います。あそこも暗い状態で気がつかないというか、来たお客さん、

町民の方のほとんど気がつかないような場所にあって、薄暗いような感じで掲示され
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ています。やはり新しい庁舎ですので、どこでも掲示するのはふさわしくないと思い

ますけども、せっかくデジタルサイネージがあるのであれば、これは津別病院だとか

さんさん館にもあるのですけども、そういう町民に知らせる掲示物をデジタルサイネ

ージを使って町民の皆さんに瞬間的に見ていただくとか、そういうものも考えるべき

ではないかと。２階にもデジタルサイネージはあるのですけども、役場に来て、長時

間それを見ていく方というのはほとんどいないと思います。用事を済ましたらほとん

ど帰られると、長時間デジタルサイネージを津別病院だとかさんさん館と違って、長

時間そこにとどまって見るということはないので、やはり有効利用を図るのであれば、

そういうものを町として考えて、少しでも明るい庁舎になるように図っていただきた

いと思います。 

先ほどからお答えいただいておりますけども、芽室町だとか、ヨーロッパだとか、

それはそれで、津別としてどうすべきなのか、どういう環境がいいのか、やはりそれ

あたりをとらまえて今後検討していただきたいと思います。 

最後に町長何かあればお伺いしたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 町長。 

〇町長（佐藤多一君） 今、デジタルサイネージだとかカウンターの関係も出ました

けれども、そういったところで改善が図れるものはしていくべきかなというふうには

思います。設計にあたって、職員の検討委員会が組織化されて、そこもずっといろん

な検討がされてきているんです。貼りものの関係だとか、ベタベタあちこちに貼らな

いようにとか、あるいは書類の整理の方法をどういうものを導入していくだとか、長

い時間かけてさまざま自分たちがこれから執務をする上で整えるべき環境というもの

は職員の中でみんな話し合われて、それが設計者に伝わって、そして進めてきた経過

がありますので、自分の家を建てたときでも、ここをもうちょっとこうしておけばよ

かったなというのは多少あると思いますけれども、全くそういう声を抜きにして進め

てきたということは一切ありませんので、それをベースにつくられたものであります

ので、今の明かりに対するものの考え方というのは、しっかりと持たないとならない

と思いますけれども、微調整すべき部分というのは、もし家を建てたときにもありま

すので、あるのであれば、それは対応させていただきたいと思います。 
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 以上です。 

〇議長（鹿中順一君） 次に、１番、篠原眞稚子さん。 

〇１番（篠原眞稚子さん） 〔登壇〕 ただいま議長のお許しをいただきましたので、

さきに通告した件につきお伺いをいたします。 

コロナワクチンの予約と接種についてです。 

本町におきましても、津別病院の協力をいただきまして高齢者は５月 14日より集団

接種が開始されています。今日の行政報告の中でも数字等が出ていたかと思います。

１カ月以上たったところですけども、接種計画が市町村ごとに異なっているため、毎

日のようにワクチンについての接種状況についてテレビ等でも報道されていて、町民

には非常に関心が高く、現在までもかなりの方が接種されているというふうに思いま

すが、次の点についてお尋ねしたいと思います。 

現在、本町において、医療従事者、高齢者等が１回目はどれぐらい終わり、２回目

等の数字もお答え願いたいと思います。 

二つ目は、高齢者ということではないのですけども、最初の接種予約は大半の方は

まずはコールセンターにお電話をされたかと思います。そこで聞くと、もう１日以上

も頑張っていた方もいらっしゃるようなことで、その後、改善された面もあろうかと

思いますが、今後に向けた改善策等も含めて二つ目に聞きたいと思います。 

三つ目では、ファイザー社は当初 16 歳以上というふうなことだったのですけども、

今から２週間ぐらいかもっと前でしょうか、12 歳からでもというふうな報道がされて

いるようですが、津別町の現状においては、住民に周知する上で 12歳以上、64歳以下

の次の接種に当たろうとしているのかお聞きしたいと思います。 

４番目には見通しですけども、津別町は現状で聞いている段階では、高齢者のとこ

ろは 88％で９割の方が１回目接種を終えているということでありますが、全体をとお

しては、ちょうど長い期間になるかと思いますけども、津別町においてはワクチンが

入ってくるところの状況にもあろうかと思いますが、どの辺のところを見通されてい

るのかお聞きしたいと思います。 

それから五つ目ですが、これは接種が受けたくても受けられないというか、そうい

う人のことで、道新で接種を受けないことによる差別というか、そういうものがあっ
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てはならないということが報道されていたこともあります。そういうことに対するＰ

Ｒというか、今こんなふうにどんどん、例えば国みたいに今日は何人接種をして合計

で何人とかそんなふうにされていくと、津別町で例えば高齢者が９割まできています、

残りがどうこうということはないのだろうと思いますけども、だんだんしていくとや

っぱり本人のいろんな都合で、新しいワクチンということで非常に若い人をテレビで

見ていても、副反応が恐ろしくて受けたくないとか、そんなような方もいらっしゃる

ようなので、ずっと経過していく中でどんな方法があるかわかりませんけども、そう

いうところで差別が起きないような声かけというか、現状で考えておられるならそれ

を最後に聞きたいと思います。 

以上です。 

〇議長（鹿中順一君） 篠原さんの質問に対して理事者の答弁を求めます。 

〇町長（佐藤多一君） それでは、ワクチン接種についてお答えをしたいと思います。 

はじめに、本町における医療従事者を含めた接種状況についてですが、高齢者につ

きましては、行政報告で申し上げましたとおり、６月８日までの集中接種期間内に

1,810人の方々が接種し、率にして 88.2％の方が１回目の接種を終えています。 

また医療従事者、施設従事者等を加えますと約 2,000 人が１回目の接種を済ませ、

町民の対象者の約５割が接種を終えた状況となっています。 

次に、これまでの高齢者の予約時の事案を考慮して、今後行う 16 歳以上 64 歳まで

のワクチン接種に向けた改善点についてですが、一般高齢者の接種予約に際し電話が

つながりにくい事案が発生しましたことは、全国的に生じていることとはいえ、対象

の皆さまにご苦労・ご不便をおかけしましたこと、大変申し訳ございませんでした。 

予約システムやコールセンターの活用、また、他の自治体の状況など不透明な中、

初めての取り組みとして全国的にスタートしたワクチン接種ですが、不十分であった

点は真摯に受け止め、都度改善に取り組んでいるところです。予約関係につきまして

は、５月下旬より役場窓口での予約支援を開始し、大変好評であることから、64 歳ま

での方々の接種予約につきましても、現状のインターネット、コールセンター、役場

窓口での対応を行うこととしています。 

次に、12 歳からの学校単位での接種についてですが、６月１日よりファイザー社製
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のワクチンの接種対象年齢が 12歳からに引き下げられました。このことについて、詳

細は未定な部分もありますが、厚生労働省が示している「ワクチン接種に関する手引

き」においては、16 歳未満への接種は、原則、保護者の同伴を必要とし、さらに小学

生に関しては、12 歳になった日以降の接種として、かつ保護者の同伴が必須となって

います。学校内接種となると、強制接種と受け取られかねず、社会問題にもなってお

り、自由接種としても接種の有無が明らかになることで、子どもたちの特別な興味の

対象ともなりかねません。 

こうしたことを念頭に置きまして、現在、津別病院と調整中の 64歳以下の接種計画

時期が７月、８月で夏休みにかかること、12 歳から 16 歳未満までの対象者が 95 名ほ

どと少ないことを総合的に判断いたしまして、学校単位での接種ではなく、一般と同

じく集団接種または病院での外来接種を計画しているところであります。 

次に、希望者全員の接種完了時期についてですが、高齢者の集中的接種は６月中の

完了を目途としており、64 歳以下の方々については、現在、８月中の完了を計画して

おります。 

なお、さまざまな事情で、この集中期間内に接種できない方につきましては、現在

のところ来年の２月末までが接種期間とされていますので、希望される方はそれまで

の間に受けられることになっております。 

次に、接種回避者の対応についてですが、集団免疫の獲得には、一般的に７割の接

種が必須と考えられているため、本町でも７割の接種を目標として計画していました

が、新たな緊急事態宣言が発令されるなどの社会情勢もありまして、希望者は予想を

はるかに上回り、高齢者においては約９割の方々が接種をする状況になっています。 

副反応への恐れから、接種が進まない状況も想定していましたけれども、接種率は

高い状況にあることから、現時点においては、接種回避者に対する特別な勧奨行為は

考えておりませんので、よろしくお願いいたします。 

以上です。 

〇議長（鹿中順一君） １番、篠原眞稚子さん。 

〇１番（篠原眞稚子さん） 〔登壇〕 一つ目のところで、現状での数字をお聞きし

ました。高齢者のところでいくと９割、それと医療従事者を含めるともうちょっと全
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体では５割を今の勢いだと超えているのかなというふうにも思ったのですけども、こ

れを見ていると予定されて、津別町で最初はどんどんいっていたかと思います。現実

に予約をしていて、前の日に明日接種ですよとか、明日何時からですとか親切に電話

が来ているところもあれば、そうでないところもあったのですけども、実際に今日 100

人の予定をしている、都会何かを見たら、なかなか時間どおりに来られなかったりと

かいろんなことがあって、大事なワクチンが使えないままになっているというとこも

ありますけども、現実、津別町のところはその辺お約束どおりというか、ほぼ順調に

当日を迎えられ、そして今日までですけども、特に大きな副反応について報告がある

のかという点をお聞きしたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 保健福祉課長。 

〇保健福祉課長（森井研児君） ただいまご質問いただいた内容についてお答えさせ

ていただきます。ワクチンに対する接種の意欲というか反応が非常に高いということ

もありまして、まず欠席される方がほとんどおられないというのが１点あります。も

ちろん欠席されたり、体調が悪いという方が何名かいらっしゃいますけども、それに

備えまして、津別病院でも院内の従事者の方とか、入院患者さんとか、そういった方々

で補充するということもしていただいています。それでも埋まりきらない場合は、全

員協議会の時でしょうか、お話しさせていただきましたけどもワクチンを廃棄するぐ

らいであれば、窓口対応をするような役場職員にも接種させていただくということで、

数名それを打たせていただいていまして、今のところ廃棄はしないような形で順調に

進んでおります。 

それと副反応についてでありますけども、具体的なアナフィラキシー症状、重篤な

症状であるとか、終わってから何日かの対応として、こちらに重い反応があったとい

うことが情報として入ってきていることはございません。熱がある、だるさがある、

痛みがあるということで重篤な状況ではないことは報告がありますけど、それ以上の

ものはないという状況になっています。 

〇議長（鹿中順一君） １番、篠原眞稚子さん。 

〇１番（篠原眞稚子さん） 〔登壇〕 やはり若い人よりも高齢者の方というか、す

ごく早くワクチンを打ちたいというか、そう希望をしている人の声がすごく多く聞か
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れていて、それで一斉にというか初日に混み合ったのかなというふうなことも感じて

います。そういう中で、病院の対応だとか、それから職員とか、そういうことで現状

は満足のいくような形で進められているのかなというふうに思いますので、このいい

点は次の 64歳以下に進めていってもらいたいというふうに思っています。 

二つ目のところの、これは電話がというところでお聞きしたのですけども、フリー

ダイヤルがすごく大変で、私はある人に聞いてすごいなと思ったのですけども、75 歳

以上でご夫婦の方が自分のスマホとパソコンと電話と手分けしてやったけども大変だ

ったという話も聞いて、それから数日後に今度は違う方には、とっても大変だから役

場に電話をして、なかなかつながりませんというふうに、そういう人の話を聞いて、

行ったら今度は簡単にしてくれるという話が結構広まっていたりして、だったとした

ら、もう一つ下のところにすればよかったんじゃないかなというふうに思ったのです

けども、今回のは強制することはできないということもありまして、なかなかその辺

が微妙で、まだ接種券をもらって、受ける意思があるかないかわからないのにどんど

ん来て、手続きをしますよというのもどうなのかなということで、非常に微妙な案件

であったかなと思います。その中でも今、庁舎内がどうこうという話もありましたけ

ども、今回については、非常に私が聞いている範囲では対応があれもこれもできなか

った、本当に困った人が役場に行ったらできるというようなことで、非常に安心感を

与えたのではないかと、今までは、なかなか役場ってなるべく行かないで事を終わら

せてしまおうというタイプの方が多かったように感じていたのですけども、今回は初

めから自分で頑張ろうというのではなくて、もう役場に行ったらやってくれるみたい

な感じで、とりあえず行こうという人の声も何件かお聞きして、やっぱり自分のでき

ることと、それからちょっと手伝ってもらうことなんかは、これから高齢者というか、

いろんなことをやって行かなきゃならない段階で、一つ違う意味でのわかりというか、

何でも我慢しないで、ただ困ることでも何でもかんでも役場に殺到されると困るのか

もしれないのですけども、今回のことで非常に窓口の対応を含めて町民との距離みた

いなのが縮まったかなと思いますので、その縮まりは高齢者だけに限らず、今度のと

ころは結構いろんなことができる層になるので、あまり心配は要らないのかもしれま

せんけども、同じような今問題点があったところは、改善をしていっていただければ
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なと思っています。 

それから、ほぼ現在進行形だったり、ある程度の方が接種を終えているということ

なので、今後については、やはり国のいろんな今回のワクチンはこんな方法でという

ことで厚労省が言われているようなところでは、まず医療従事者とか、それから高齢

者なんかも自治体によっては細かく対応しているところもあって、そういうのがもし

かすると、津別町でもっと来なければあまり殺到しなかったのかなという思いもある

のですけども、その辺はよくわかりませんけども、高齢者で 65歳で一斉にするところ

もあれば、そこも人口規模とかそういうことなのかもしれないのですけども、後期高

齢者の辺でちょっと区切りをして、さらに年齢の高い層にはお願いしたりとか、そん

なようなこともあったかと思います。そういうことが毎日のようにいろんなところで

報道されるので、どうなんだろうというふうに思う人もいるかと思いますので、今回

は、この結果については、受けられない人の気持ちを逆なでするようなことがない上

で、現状ここまで来ているというようなことが必要かなと思います。 

２日ぐらい前に道新に出ていたのですけども、ワクチンの接種状況を町のホームペ

ージで載せるというところもあって、一長一短あるかなというふうに思いました。そ

れで、いろんな選択肢があるかなというふうに思うのですけども、一方では７割ぐら

い受ければ大丈夫という話もあって、ニューヨーク州では７割接種できたので、もう

ちょっと緩んでしまうみたいなこともあって、外に行ってマスクを外すとか外さない

とか、でもここではどうこうするとか、そういうのがありました。大分期間が長くな

ってきているので、あわせてそういう状況も逐次何らかの形で出していただければあ

りがたいかなと思っています。その辺のところは現状どんなふうに考えておられるの

か聞きたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 保健福祉課長。 

〇保健福祉課長（森井研児君） まず、これまでコールセンターに電話がかかりづら

かったことは町長のほうからもお話させていただきましたけれども、このようなこと

になるというのは想定できていれば、また対応が違ったのですけども、初めは皆さん

副反応を恐れてなかなか打たないのかなという想定もありました。またコールセンタ

ーがこのようなことになるというのは、おそらくいろんな自治体も想定がそこまでで
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きていなかったのかな、できていれば違う対応になったのかなと思うところでありま

す。言い訳ではなく、そのようなことで日々改善していきながら取り組ませていただ

いたということでありますので、よろしくお願いします。 

それと、その後の対応で窓口対応をさせていただきましたけども、窓口対応をさせ

ていただくにあたっては健康推進係だけでは対応できませんでした。電話がじゃんじ

ゃん鳴り、窓口にもお客さんがたくさん来るということで、町長、副町長にもお願い

して全部の課から応援の手を貸していただいて、何とか乗り切ったということですの

で、本当に職員の皆さんにも感謝させていただきたいと思います。そのようなことで、

一般の高齢者の皆さまにもいろいろご不便をかけたことは申し訳なかったのですけど

も、今後 64歳以下の皆さんに対応するにあたっても、年齢的にはネット環境に精通し

た方々が多いということで、高齢者の方々とは違うとは思いますけども、窓口対応を

引き続きしていきたいなと考えておりますので、よろしくお願いします。 

それと接種率がほぼ９割に達しているということで安堵はしていますけども、これ

が働く世代の皆さんになると、仕事との関係もあるというところで、順調に伸びてい

っていただくことを期待していますけども、そうならないこともあるかなということ

は念頭に置きながら、今、準備を進めております。しかしながら、日々ホームページ

の人数を更新するというところまでは人手の問題もありまして、今のところ考えてお

りません。ただ接種した情報が１番早く反映されるのが、今、津別病院さんになるの

ですけども、逆に津別病院さんのホームページで接種した累計みたいなものを出して

いただいておりますので、そちらのほうも見ていただければと考えているところです。 

いずれにしましても、今後 64歳以下の皆さんに移行していくという流れになります

けども、できるだけすみやかに安全に打っていただけるような、そういう体制、ＰＲ

も含めて細心の注意を払いながら進めていきたいと考えておりますので、よろしくお

願いします。 

〇議長（鹿中順一君） １番、篠原眞稚子さん。 

〇１番（篠原眞稚子さん） 〔登壇〕 今、たくさんの職員の方の応援があったり、

あるいは病院関係のがあったりということで、それと非常にこのコロナに対する恐怖

感みたいなのが結構高くて、そういうことでとりあえず受けようという人が思ったよ
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り多かったみたいなところもあったんですけども、いろんな職員、担当外の人からの

力も借りながら進めてきたということも聞いてみてわかった範囲もあったのですけど

も、大変なご苦労をされながら今日まできていたんだなということが見受けられまし

た。 

それで次の低年齢のところ、先ほど 12歳になると保護者同伴とかそういうようなこ

とで、これは、この次に向けてということかなと思いますけども、それも小さな町と

いうかテレビ報道ぐらいですけども、高校生ぐらいでも受けているところがあります

ので、それともう一方、大学生だとか結構出てくる人、若い人は副反応が云々で私は

受けませんなんて堂々と言っている人もいますので、一息ついたときに今さらですけ

どもワクチンの大切さというものを何かでお知らせできる面があればいいなと考えて

おりますので、今考えていることがあれば言っていただき、そうでなければ、いろん

なところでいろんな報道がされています。それで、その中で新規というかそういうの

があって、お伝えしたほうがいいと感じるものがあれば、広報だと１カ月単位になっ

てしまいますので、重要なお知らせは逐次できるような態勢をとっていただければと

思いますので、よろしくお願いしたいと思います。この件であればお願いいたします。 

〇議長（鹿中順一君） 町長。 

〇町長（佐藤多一君） 今までも見た方もいると思いますけども、空きが出てきたり

とか、そのときに急遽自治会の回覧を活用させていただいて、何日と何日に空きがあ

りますということでお知らせしたりということをしていますので、適時、もう大分や

り方がわかってきていますので、順次そういう形でできるだけ伝えるような形をとっ

ていきたいと思います。あとは受けるか受けないかは本人の意思になりますので、そ

このところは無理くりということにはなりませんけれども、進めてまいりたいと思い

ます。 

今、ファイザー製のワクチンが 12歳までと下がってきたものですから、これも国の

流れを見ていくと、５月 31日、厚生労働省の専門部会のほうがファイザー社のワクチ

ンについては、年齢を 15歳に引き上げたということが報道された後、今度は６月８日

には萩生田文部科学大臣が、まずは高齢者であって、次が基礎疾患のある人の接種を

優先していくことに留意してほしいと、そして発達段階の子どもたちは体の大きさに
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関係なく、大人と同じ量のワクチンの量でいいのかと、そういう国のほうで厚生労働

省の話と文部科学省のほうで、ちょっと微妙なニュアンスの違いなんかも出てきて、

そうすると困るのは、接種の対応をしている自治体や病院のほうが大変困る状況にな

ってきますけども、その辺はちゃんと整理をしながら、多分 12歳からになっていくと

思っていますので、そういう形で進めていきたいと思います。 

ただ一方では報道もされていますけども、子どもを殺す気かみたいな、そういうこ

とが市町村役場にどんどんどんどん電話が入ってくるという、そういうことも報道さ

れているところですし、またネット上ではワクチン接種の上手な断り方というのがか

なりの量で溢れていたりします。いろんな意見とか、ものの考え方がありますので、

そういうことも全く頭に入れないということではなくて、そういうこともあるなとい

うことでさまざま対応をしてまいりたいと思っております。 

〇議長（鹿中順一君） １番、篠原眞稚子さん。 

〇１番（篠原眞稚子さん） 〔登壇〕 今、担当の方からと町長のお話を聞いて、見

方がさまざまあるというのは私も承知をしています。やっぱり子どもがみずから私は

このワクチンを打ちたいと言うのかどうかその辺のところもわかりませんけども、で

きるだけそういうことがないのと、子どもが結構ある時期コロナウイルスにかかると

いうのが出てきて、そこでまず子どもにかからないようにするのが大人の責任かなと

思ったときに、高齢者ばかりでなく、あるいは医療従事者だけではなく、子どもと接

する仕事をしているところの人にもちゃんと早めに打ってもらわなければならないん

じゃないかなというふうなことを思ったところです。そして、まだ受けていないんだ

けども、受けたほうがいいという話になったとかならないとかということもあって、

ほぼそういうところは、学校の先生とかこども園とか、いろいろ子どもと接するとこ

ろはまだまだたくさんあると思いますけども、津別町は、そこのところは学校関係者

というのでしょうか、その辺のところはどうなのかだけちょっと教えていただきたい

と思います。 

〇議長（鹿中順一君） 保健福祉課長。 

〇保健福祉課長（森井研児君） 子どもさんに接する方々の、できれば優先的な接種

というのは、高齢者の方が始まった段階から非常にテーマになっていましたけども、
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高齢者の方の接種意欲が非常に高くて、なかなかワクチンが余らないというところが

ありまして、どうしようということで進んできました。ただ接種が進んでいくにした

がいましてワクチンも足りそうだと、高齢者の方々もほぼ希望する方はいい段階打て

たのではないかということが見えた段階につきまして、判断としましてこども園、小

学校、中学校、学校関係者の方々、あと児童館関係、子どもに接する方々、あとエッ

センシャルワーカーといわれるような職種の方々、この方々はちょっと先に打ってい

ただいたほうがいいのではないかという内部的な判断もありまして、先だって１回目

の接種だけ打たせていただきました。３週間後に２回目というふうになろうかと思い

ます。働く世代の方々に先立って打たせていただいたところでありますけども、子ど

もの命を守るというところも堅持いたしまして、先立って打たせていただいたという

ことですので、この場を借りて報告させていただきます。 

〇議長（鹿中順一君） １番、篠原眞稚子さん。 

〇１番（篠原眞稚子さん） 〔登壇〕 いろいろ考えられることは、多分、全て手は

打たれているだろうと思います。さっきちょっと町長の話で、全く反対の情報もある

ということは承知していますけども、それはそれとしてというか、そういうところで

電話がくると対応にもご苦労されているのかなというふうに思いますけども、平均的

なところというか、そういう感じである意味柔軟に対応ができるところは柔軟に対応

をしながら、そしてできるだけワクチン効果というか、そういうのが上がるような接

種に向かっていただきたいと思っています。 

もう一つ、打たない人のところでは、学校なんかでは僕打った、私打たないという

のが、それも見方なんだろうと思いますけども、そんなことが差別につながるだとか、

あるいは職場でもそうかなと思ったのですけども、職場なんかでも打ったとか打たな

いとか、そういうことがあるということで、それは、どこでそういうことがないよう

にしていくということは非常に難しいと思いますけども、そこのところの最後に書い

てあったのは、このワクチンの接種というのは強制ではなく努力義務、今回はそうい

うことになっているということを忘れないようにということが書かれていて、そうい

う見方もあるのかなと感じたところです。 

高齢者の中でも９割ということですから、ほぼ多分何らかの事情があるんだろうと
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思います。それと、また一通り終った段階で打っていなかった人も気が変わるという

こともあるかもしれないので、その辺のところは逐次タイミングを見計らってお知ら

せをしていくこと、最初、結構もうつながらないなら打たないと乱暴な感じで言われ

た方もいらっしゃったので、そうでなくてすればいいし、手伝ってあげると言ったら

そういう人もいるということなので、一通りというか７割が過ぎたらあとはというこ

とではなく、ちょっとしたことで変わるということもあるかもしれませんし、体調が

急に不良になってその日受けられなかったとか、そういう細かなことですけど、そう

いう対応がきっとわかるだろうと思いますので、そこの声かけは何ら問題ないんじゃ

ないかなと思いますので、十分考えた上で、その辺のところもよろしくお願いをした

いと思います。 

ワクチン接種は結果だったので、以上のことを踏まえて次の質問をしたいと思いま

す。 

〇議長（鹿中順一君） 暫時休憩します。 

 

             休憩 午後 ４時 13分 

             再開 午後 ４時 25分 

 

〇議長（鹿中順一君） 休憩を閉じ再開します。 

１番、篠原眞稚子さん。 

〇１番（篠原眞稚子さん） 〔登壇〕 二つ目の質問に移りたいと思います。 

ヤングケアラーは、年齢や成長の度合いに見合わない重い責任や負担を与える本来

大人が担うような家庭の障がい、病気、精神疾患のある保護者や祖父母の介護や、年

下の兄弟の世話をすることで、みずからの育ちや教育に影響を及ぼしている 18歳未満

の子どもたちというふうに定義されております。これもよく報道を見て、国で何パー

セントという数字が出た場合には、必ず津別町もゼロではないというふうに想定をし、

今回、質問することにしました。これは厚生労働省と、子どもですから文部科学省が

昨年の 12月から今年の１月にかけて実態調査を行ったということであります。その結

果、マスコミ等で報道されている数字に衝撃を受けました。中学生の 5.7％、何人に１
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人という数字もありましたけども、高校生の 4.1％、定時制高校では 8.5％、通信制で

は 11％というふうに出ております。また、これらの子どもたちが相談したことがない

という生徒が中高生でも６割を超えているというような状況でありました。 

まず本町では、この実態というか調査をしたか、あるいは、このようなことを把握

しているのかということが１点です。 

もう一つ、ヤングケアラーと思われる人がいた場合の相談の窓口をどのように考え

ているか、２点についてお尋ねします。 

よろしくお願いします。 

〇議長（鹿中順一君） 町長。 

〇町長（佐藤多一君） それでは、ヤングケアラーについてお答えをいたしたいと思

います。 

はじめに、津別町での実態についてですが、令和元年に子どもが家庭内で介護の一

端を担うケースが高齢者相談係から報告されたことから、関係機関で個別ケース検討

会議を何度か開催いたしまして、家庭内の情報を共有して役割分担を行い、連携して

家族に対応して問題の解決を図った事例があります。 

ヤングケアラーに関する実態調査につきましては、昨年 12 月から本年１月にかけ、

厚生労働省と文部科学省が全国抽出により実施していますが、本町においては小中高

のいずれも調査対象にはならず、また町独自のアンケート調査なども行っておりませ

ん。 

今回、議員よりご質問がありましたので、改めて教育委員会から小中高に対し、両

親、祖父母、兄弟の世話や介護によりまして、学校の登校に影響があり、遅刻や休み

になったり、部活動が行えなかったりしている児童、生徒がいるかどうかについて問

い合わせをしたところ、現時点ではいずれの学校も該当者なしとの報告を受けている

ところであります。 

次に、ヤングケアラーに対する相談窓口についてですが、現在、各関係機関の協力

体制が定着しており、よい形で連携がとれております。保健福祉課や教育委員会など

での日常業務を通して実態を把握した際には、子どもだけの問題にとどまらず、さま

ざまな家庭問題が複雑に絡んでいますので、情報をキャッチした場合、あるいは相談
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を受けた場合は、当該者や家族の聞き取り調査を行い、ケース会議を開催して具体的

な対応を進めていくこととなります。 

なお、児童・生徒という観点からすれば、ケアラー問題に限らず子育てなど子ども

に関わるものは、要保護児童対策地域協議会が中心となり対策を講じることとなりま

すので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（鹿中順一君） １番、篠原眞稚子さん。 

〇１番（篠原眞稚子さん） 〔登壇〕 今、町長のほうから答弁がありました。非常

に数が多いかどうかという点では、何パーセントがどうこうということは非常に判断

のしづらい問題であり、こういう割と表に出ないというか、そんなことがあって、子

どものことだけ見ていればわかるということでももしかするとないかもしれないので、

複合的にやっていく中で一つ事例があったときの対応の仕方が今お話されたので、そ

ういうふうにしていくよりほかに方法がないかなと思いますけども、一つこの中では、

やっぱり定時制だったり、通信になると割合が高いということは、そういうことが原

因で全日制に行けなかったということなのかもしれないので、数字に限らず、やっぱ

りそういう状態に置かれている子どもがいるということで、子どもの生活環境に今の

ところはないという報告であるということでありましたけども、きめ細かな連携をし

ながら、津別町でそういう子がいた場合のサポート体制ができるようにしていければ

ということと、ここの担当の副大臣もおっしゃっていましたけども、数字に非常に衝

撃を受け、そして新たなこのことに関する委員会等も立ち上げているというような報

道もありました。やっぱり子どもが子どもでないような時間の過ごし方というか、そ

れはどこまでというのがあって非常に難しいのですけども、事例の中の一つには、下

の子どもの保育所のお出迎えというか、連れて行けばちょっと遅刻するかもしれない

し、迎えに行かなきゃならないような状況であれば部活に影響するかもしれない、そ

ういうようなことも含めてたくさんの事例、こういうのが入ります、こういうのも入

りますというふうにいけば、それは一概に言えない問題もあるかもしれないので、さ

らに津別町で生活していく子どもたちが大人みたいな負担で１日を送ることがないよ

うな環境づくりのために、大人である我々や学校や地域がきちんとした見守りをし、

こういう子どもたちがもっと軽く地域で関わっていけるようなものがあるのかないか
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も難しいところかと思いますけども、表に出ないということも頭に入れながら、出現

に力を入れてくださいというのはおかしいのですけども、何らかのシグナルが出てい

るような、最近遅刻が多いとか、そういう細かなところからキャッチできるようなそ

のような体制をし、子どもは子どもらしく育っていけるような環境を大人がつくって

いけるようにできればと思っていますので、その辺のいろんな働きかけなんかをこれ

からも増やしていっていただきたいと思っています。 

一つ事例があったのも、高齢者からのというか当事者はなかなか言えないというこ

とがありますので、いろんな組織が一括して相談をし合うような体制がとれていくの

かなと思いますので、そこのところ今までは割と縦割りみたいなことがあって、なか

なかつながっていかなかった部分もあったかなと感じるところもありますので、幅広

く連携し合いながら、きちっと子どもたちに目がいくようになっていけばいいなと思

っていますので、今後、このような事案が出たら、こんなふうに進めていきたいとか

というのが具体的に何か考えているものがございましたら話をしていただきたいと思

います。 

〇議長（鹿中順一君） 町長。 

〇町長（佐藤多一君） 具体的にといいますか、町のほうでは、例えばそういうヤン

グケアラーが仮にいるとすれば、学校の先生がまずこの子なんかちょっと最近変だな

とか、あるいは、いつも例えば保育所であればお兄ちゃんがよく迎えに来るなとか、

何かそういうことというのは目に見えてわかると思います。そういうふうにしてわか

っていくケースもあるでしょうし、また高齢者の関係の対応から話をしていくうちに

子どもとも関連性が出てきただとか、そういう実態がわかっていったり、そういうこ

とというのは、いろいろ例えば障がい者の方との関わりの中で、そういう実態がわか

ってきただとか、そういういろんなことが切り口はさまざまあるかと思いますけれど

も、そのどれについても協議する体制が私から見てもしっかりしていると思っていま

す。 

１件、令和元年にありましたということでお話ししましたけども、具体的にお話し

することはできませんけれども、具体的に話をすれば、そんなにきちっとした対応を

とっていたんだというのがわかっていただけるかと思いますけれども、言えば個人が
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特定されていきますので、それは申し訳ないのですけども、そういうことがあったと

いうことでご了解いただければと思います。 

それぞれ役場の中の担当が、それから社会福祉協議会だとか、学校だとかさまざま

なところから情報が入れば、すぐにケース会議が開かれるような状況になっておりま

すので、対応は事前キャッチも含めてできるのではないかというふうに思っていると

ころです。 

今回、ヤングケアラーの国の実態調査を見ると、私のイメージとしては、何かおば

あちゃんとかおじいちゃんとか、そういうところが１番多いのかなというふうに思っ

ていたのですけれども、中学校を見ますと、兄弟に対してが 61.8％で、高校生は兄弟

に対して 44.3％で、圧倒的にじいちゃん、ばあちゃん、それから親に対してではなく

兄弟に対するヤングケアラーの対応というのが非常に多いというのが実態としてわか

りましたので、こういうことも頭に入れながら何か察知をすることがあれば、その子

どもたちにアンケートでも中学生も高校生も何に１番困っているのかというと、自分

の時間が取れないというのが両方とも１番多くなっておりますので、そういうことに

少しでも力添えになるような、対応できるようなことを進めてまいりたいと考えてお

ります。 

〇議長（鹿中順一君） １番、篠原眞稚子さん。 

〇１番（篠原眞稚子さん） 〔登壇〕 今、あまり兄弟が少ないから兄弟を見るとい

うのはどうなのかなと思いますけども、世代間なんかで自己中心というか、そういう

ので兄弟の送迎みたいなことまでがここの中に入るのかなというふうに、そんなのは

兄弟だったら当たり前じゃないかみたいに思っていた部分もあって、それが育てられ

てきた環境とか、そういうことで受け止め方が違ってきているのかなということも読

んでいく中では感じました。 

今、１件あった対応等については、十分な体制が整っているということで、違う意

味で津別では、もしそういうことがあっても学校は学校なりにそういう子どもの発見

をきちっとできる、あるいは保育所等とか、あるいは職員間というか仕事をする中で

の連携がとれているというふうなお話ですので、この点については安心をしたという

か、いつ、どこで、どんな形で出てくるかわからないので安心できるということでは
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ないのですけども、そういう体制が整えられているということは、出てきた子どもた

ちにとってもありがたいんじゃないかということですので、引き続き、そういう体制

を保っていけるようにお願いをしたいと思います。 

それから相談体制も多分そういうことですので、まず聞いてみて、それから感じた

ことをお話ししたいと思いますので、まず学校で子どもたちがと先生からお話があっ

たとか、あるいは保育所の先生からお話があり、まずどこに行って、次はどんなふう

に進めていかれるのか教えていただきたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 町長。 

〇町長（佐藤多一君） 個別にそれぞれ教育委員会だとか、あるいは社会福祉協議会、

役場の保健福祉課だとか、そういうところが中心になって検討会議を開いたりするわ

けですけども、先ほど言いました津別町要保護児童対策地域協議会、これは教育長が

協議会の会長ですけれども、事務的な部署といいますが調整機関としては保健福祉課

が担当することになっておりますので、何かあったときには保健福祉課のほうに相談

があるそういう人がいれば言っていただければ、すぐ聞き取り調査に入って話をして

いくことになると思います。大体、保健師さんも含めて日常活動をいろいろやってお

りますので、そういう状態というのはキャッチできるケースがほとんどであるかと思

いますけれども、あればすぐに担当者会議が開かれている状況に、例えばＤＶの問題

もそうですし、そういうことが発覚すれば、すぐ対応するような形になっていますし、

中には児相も来るような形もとれておりますので、そこは、わかり次第、さまざま解

決に向けて行動していくということでご承知願えればと思います。 

〇議長（鹿中順一君） １番、篠原眞稚子さん。 

〇１番（篠原眞稚子さん） 〔登壇〕 今、要保護児童対策地域協議会の話等もお聞

きしました。相談というのは出向いてするのが非常にしづらいとかそういうのがあっ

て、子ども向けはいろんな電話による相談というのがあったりするのですけども、さ

まざまなものは電話で受けられるような、ＤＶなんかもそうですけども、例えばちょ

っとわからないのですけども、子どもたちが相談しづらいというのは、そこに行きづ

らかったのか、全く違いますけども、学校のいじめやなんかも電話相談とかそういう

受けるところでは電話を受けていたのが、実際には学校につながっていなかったとい
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うこともあったりしていたので、もし何かあった場合のそういう相談窓口というのは

津別ではどこにまず１回目相談する体制になっているのかどうか、お聞きしたいと思

います。 

〇議長（鹿中順一君） 町長。 

〇町長（佐藤多一君） あまり難しく考えないで、学校の子どもたちの問題だったら

教育委員会のほうに電話をしてみるということだと思いますし、そういう福祉関係の

問題のほうが強いなということになれば保健福祉課のほうにとりあえず電話をしてい

ただければと、そこから先は中の機関としての動きになっていきますので、それでい

いのではないかと思います。 

〇議長（鹿中順一君） １番、篠原眞稚子さん。 

〇１番（篠原眞稚子さん） 〔登壇〕 ヤングケアラーに対しては体制が整えられて

いるようですので、あとは困ったことがあったらどこどこに相談してみてくださいと

か、よくフリーダイヤルなんかもあります、子どもの相談窓口とか、そんなことがど

うなのか、あるいは今は学校のお知らせなんかもメールを使うというか、そんなよう

なことになっているので、一方的にメールで５時間目は授業がありませんとか来るけ

ども、こっちが言いたいことは送信できないというか、そんなふうになっているよう

に言っていた人がいるのですけども、何か相談事もそんなようなことで現状、受けら

れるような体制になっているのかどうかだけ確認して終わりたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 教育長。 

〇教育長（宮管 玲君） 学校のほうからは、常に相談事がある場合は学校のほうに

連絡をくださいということを保護者のほうに常に情報提供をしておりますので、心配

事があれば担任のほうに電話がいくということで整えております。メール等で相談す

るというところまでは至っておりません。 

〇議長（鹿中順一君） これで一般質問を終わります。 

 

    ◎延会の決議 

〇議長（鹿中順一君） お諮りします。 

本日の会議はこれで延会したいと思います 
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これにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

〇議長（鹿中順一君） 異議なしと認めます。 

したがって、本日はこれで延会することに決定しました。 

 

    ◎延会の宣告 

〇議長（鹿中順一君） 本日はこれで延会します。 

明日は午前 10時に再開いたします。 

ご苦労さまでした。 

（午後 ４時 45分） 
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